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議 事 日 程 

令和７年８月28日（木）午前９時30分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時30分 

 

○議長（永並 啓君） 

  皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は10名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して質問を行

ってください。 

  持ち時間は質問及び答弁を合わせて50分

とします。 

  高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  皆さん、おはようございます。 

  議長から御指名いただきましたので、私、

今期最後の一般質問となりますが、どうぞ

分かりやすい御答弁をいただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

  まず最初に、届けをしておりますのは、

公共交通についてでございます。 

  これは、大分ハニタスから大きな話題と

なっておりまして、住民の皆さんも本当に

交通の便、不安を感じておられるところで

ございます。これはスマートシティ事業の

一環で進められたＡＩオンデマンド交通、

３月の実証実験の結果では、今後運行につ

いては財政、運転手不足で厳しいとおっし

ゃいました。住民の移動の権利とまちの活

性化に公共交通の充実が今、住民の皆さん

からも求められています。公共交通の関係

者会議を開催するなど、主体的に取り組む

ことを計画されているのか。以前、お聞き

しましたときに、それは一度取り組んでみ

たいと思いますというような御答弁もいた

だいたかと思います。そういう中で、今後

どのように考えておられるのか、どうぞ御

答弁いただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  おはようございます。 

  それでは、御回答いたします。 

  ＡＩオンデマンドバスにつきましては、

令和７年３月に、３回目の実証実験を実施

いたしました。 

  利用状況につきましては、１日の平均乗

車人数が17.7人であり、車両の運行台数が

１台ということもありますが、利用者が少

ない状況でございました。 

  令和４年から令和６年の実証実験の結果

では、無償実験は利用者が多かったものの、

有償の実験では利用者が激減している状況

でございました。 

  収支で見ますと、乗車１人当たりの運行

経費は、約２万円から２万5,000円程度の費

用がかかり、収支率も約１％と非常に低い

状況となってございます。 

  運行事業者からの意見といたしましては、

「常用タクシーと競合しているため、タク

シーの利用者が約２割減少した。また、運

転手を専属で配置する必要があることから、

運転手不足の状況において、タクシーの配

車ができないことがある」と。 

  バス事業者からは、「運転手不足が深刻

化している中、黒字路線も減便する事態と

なっており、大型免許を持っている運転手

を普通免許で運行する車両に配置すること

ができない」などの意見をいただいており

ます。 

  町といたしましては、実証実験をさせて

いただいたＡＩを利用したオンデマンドバ
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スの運行につきましては、費用面、あるい

は乗務員の確保の面からも難しいと考えて

ございます。 

  また、公共交通の関係者による会議を開

催し、取り組んではどうかということでご

ざいますが、町内の交通事業者とは、定期

的な開催ではございませんが、必要に応じ

て情報交換や意見交換を行う場を設けてお

ります。 

  今後におきましても地域公共交通の事業

者との意見交換を行っていきながら、乗務

員の確保をはじめとする町内の交通体系の

維持・確保に向けて取り組んでまいりたい

と考えてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。 

  いろいろと考えておられると思うんです

けれども、そうかといって、すぐにこれが

動ける状態になるかということは、ちょっ

と考えられないと思うので、町長が町政運

営方針で述べておられる公共交通ネットワ

ーク維持・支援を求めておられます。 

  私が何回かお願いというか、質問してき

た中で、運賃補助を介護保険の基金の一部

を使ってできないかというふうに訴えてき

ました。箕面市のほうでは、ゆずるくんで

すね、ゆずるバス、これを介護保険の支援

金みたいなことで維持・支援を求めておら

れ、運賃として補助金、高齢者への補助金

として運賃250円均一のところ、70歳以上の

高齢者の方は100円均一に割り引いて運行さ

れているというふうに、これは調べてみま

すとおっしゃっていましたが、そのことは

どうかと思いますけれども、私のほうでは、

そういうふうに聞いております。 

  今後、給付基金を一部使ってということ

での条例もありました。そこで箕面市でオ

レンジゆずるバスで、そういう基金を使っ

ての運行、豊能町でもできないかというこ

とを要求しておりますが、その点でのお考

えはどうでしょうか、お聞かせください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  おはようございます。 

  お答えいたします。 

  介護給付費準備基金につきましては、介

護保険の給付に要する費用に不足が生じた

場合、これを財源として取り崩して、介護

保険特別会計歳入に繰り入れまして、剰余

金が生じた場合は、その生じた年度の翌々

年度までに積立てをし、事業計画期間内の

財政運営を確保するなど、次期計画期間に

おける保険料の軽減化に充てるものとなっ

てございまして、介護保険事業における保

険給付の増加などによる財政需要に対応し、

介護保険財政の年度間の均衡を保つことを

目的として設置してございます。 

  現在、本町の基金残高につきましては、

10億2,177万1,173円となっておりまして、

現在の第９期事業計画、これは令和６年度

から令和８年度までの３か年でございます

が、保険料を第８期計画値に据え置くため、

令和８年度までに基金から7,000万円程度の

取崩しが予想されてございます。 

  また、本町におきましては、最も介護ニ

ーズが高まってまいります75歳以上の後期

高齢者につきまして、５年後の令和12年度

までの増加傾向が続き、人口の３分の１に

当たる約6,000人近くでピークを迎える予測

をしてございます。 

  このように、高齢者人口や保険給付のさ

らなる増加が見込まれることから、今後の

基金活用につきましても、次期第10期計画

における推計値を基に、保険給付の増加が
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急激な保険料の上昇とならないよう、まず

は調整する財源として引き続き活用してま

いりたいと、このように考えてございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  基金は今後のことで、慎重に使わなけれ

ばならないと思うんですけれども、条例で

一部それを活用するようなことが出てまい

りましたので、それは、じゃあ、どこへ使

うということになっているのか、その計画

はあるのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  基金の運用といいますか、今後の活用に

ついてのお尋ねだったかなと思っています。 

  先ほど私のほうが答弁させていただきま

したとおり、まずは、給付と保険料のバラ

ンス、ここの穴埋めといいますか、そこに

まず活用することが第一義的に考えられる

ことと思います。ただ、先ほど箕面市の例

もお話しいただきましたが、一方で介護給

付を抑制するために、介護予防の視点とい

うのも特に必要かなと思ってますが、まず

一義的には、先ほど申し上げました保険料、

ここのところに注視いたしまして、全体の

バランスを見ながら取り組めるものがある

のであれば、そこは検討していく材料にな

るかなと思ってございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  基金の活用については、ほかには使えな

いというような慎重なお話ですので、保険

料の引上げ抑制に、ぜひともそれを十分活

用していただきたいと思います。やはり高

齢者にとって、保険料が上がるということ

は痛いですし、生活が大変になってくるわ

けですから、物価高騰もまだまだあるかと

思います。そういうことも言われています

ので、保険料の抑制に、ぜひとも使ってい

ただきたい、そのように強く要望しておき

ます。 

  それと次に、町長の町政運営方針では、

カーシェアリングの導入とのことですけれ

ども、その進捗状況というのはあるんです

か、お聞かせください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  コミュニティ・カーシェアリングにつき

ましては、高齢化の進展、運転免許証の返

納、路線バスの廃止・減便などにより、地

域における移動手段の確保が困難となって

いる中、道路運送法の許可、又は登録を必

要としない運送であり、地域住民が主体に

なって、住民同士で支え合いながらボラン

ティアによる運送サービスを行うものでご

ざいます。近隣では、京都府京丹波町で導

入されております。 

  令和７年度の当初予算におきまして、コ

ミュニティ・カーシェアリング導入検討に

係る予算を認めていただいており、現在、

住民の方に向けた、住民といいますか、そ

の担い手の方、住民も含めてなんですが、

例えばＮＰＯさんでありますとか、そのよ

うな方に向けた研修会の開催に向け、準備

を進めている状況でございます。８月６日

には、東地区の自治会長会、８月17日には、

西地区の自治会長会におきましても町では
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コミュニティ・カーシェアリングの導入の

検討を行っており、講演会の実施と参加、

地域の活動団体への広報のお願いをしてお

ります。自治会からは、「豊能町での導入

は難しいのではないか」「ボランティアが

見つからないのではないか」というような

ことも含めまして、そのような意見をいた

だいております。「導入実績のある地域は、

豊能町と同じような特性を持っている地域

なのか」などの導入に関する御質問・御意

見であったり、運営方法、運営規模、運行

費用などの導入後に関する質問もございま

した。 

  講演会につきましては、９月下旬に行う

予定をしております。講師については、一

般社団法人日本カーシェアリング協会の代

表理事の方をお招きしてしようということ

で、講師の依頼を行う予定をしてございま

す。 

  講演会を開催いたしまして、主体的に取

り組みたい、もう少し具体的な活動内容、

取組を聞きたいなどの地域や団体などがご

ざいましたら、導入に向けてのサポート支

援を行い、導入に向けて進めてまいりたい

と考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  そこまで計画されていることで、手応え

のある講演をやって、たくさんの方がやっ

てやろうかというようなことまでできたら

いいと思いますけれども、ぜひともそこま

で頑張っていただきたいと思います。 

  これで町として取り組まれたということ

ですので、とても漸進的なことだと思いま

すので、その点、どうぞよろしくお願いい

たします。 

  次に行きます。 

  ＡＩオンデマンド交通というのは、すご

く高くついてきているということですので、

これが今おっしゃったことが実現していく

ならば、これから高齢者が本当に病院通い、

近くにも病院に行っておられますけれども、

入院しなければならないとか、いろいろ大

きな病院に行かなければならないとかいう

場合は、箕面、豊中、川西辺りまで、それ

が利用できるような方向にしていっていた

だけたらと思いますが、そういうことまで

は、まだお考えになっておられないのかど

うか。豊能町には、骨折したときの外科な

んかも今ありませんのでね、そういうとこ

ろでの近場でありませんから、車を利用し

て、そういうところに行けるということで

は安心した生活ができるということなので、

そこまではお考えになってないかどうか、

ちょっとお聞かせください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  地域公共交通ということでいいますと、

確かに、けがとか、例えば自宅から病院ま

で、ドア・ツー・ドアで移動できないのか、

そこまでサービスが広げられないのかとか

いうような御質問かなと思ってるんですが、

そこは、本町の京都タクシーさんが町内を

カバーしておられますので、そういう御利

用もしていただきながら、将来は、なかな

かやっぱり他の交通事業者の関係もござい

ますので、その辺はなかなか活動エリアを

そこまで広げるのは難しいかなと思ってご

ざいます。 

  基本は、交通事業者が地域公共交通を主

体的に担っていただくのが筋だと思ってお

りますが、昨今、運転手不足、あるいは利

用者の減少とかいうので、なかなか採算が

取れない状況が出ておるというところで、
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地域公共交通としてですね、その補完がで

きないのかというところだと思っておりま

すが、町外ではその辺のタクシー事業者さ

んを利用していただくのが一番かなと思っ

てございますので、そこまで自治体として

活動エリアを広げるのはちょっと今は難し

いかなと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  難しいということであれば、難しい話で

すけれども、これは、今後そうせざるを得

なくなる事態も発生するかもしれません。

そういうときは、ぜひともスムーズにでき

るような方向をつくっていただきたいと思

います。 

  今、オンデマンドタクシーですが、これ

はすごく助かっています。ここまで来るの

にも500円で来れる。往復1,000円で行ける。

そういう状態で、今のタクシーの利用につ

いては、本当に活用できるなと思っており

ます。これは、ぜひ続けていただきたいと

思います。 

  それと、住民の声を生かしたまちづくり

ということをずっと言っておられますので、

生活に困らない交通圏や、そういうことが

可能なまちにぜひともしていっていただき

たいと思います。財政難ということは、大

変つらい話ですけれども、でも、これは住

んでいただくための糧として必要なことで

すので、ぜひともよろしくお願いいたしま

す。 

  次に行きます。 

  公共施設の再編についてですが、これは

これまでワークショップとか住民さんの声

を生かしたまちづくりを東地域にというこ

とで、住民の皆さんからもいただいており

ますが、今回、そういうことでの取組もさ

れているのですが、「子どもから高齢者ま

で楽しく暮らせる。住んでよかったと言え

る」、これが合言葉みたいなことですが、

充実感のある施設再編を求めますが、先日

の図面を見せていただいたところでは、も

う一つ完成度が低かったと思うんですけれ

ども、その点については、今煮詰めておら

れるのかどうか、その点確認させていただ

きます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

  おはようございます。 

  東地区の公共施設の再編につきましては、

前回も今、現段階の図面を皆様に御覧いた

だいたところでございます。 

  高尾議員おっしゃいますように、これま

でに東地区においては、４回の住民ワーク

ショップを終え、今、基本設計の完成に向

け、最終的な整理・調整を行っている段階

にあるという状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  その辺、丁寧に十分、住民さんとの交流

も含めて進めていっていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

  これは、これで終わります。 

  次に、道路・公園整備についてでござい

ます。 

  前回も質問させていただきましたが、光

風台４丁目から川西への道、道路ですね、

これは双方の話合いでいろいろと進められ

るべきことだと思いますが、その進捗状況

について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 
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  おはようございます。 

  お答えいたします。 

  改めて、これまでの経緯について御説明

させていただきます。 

  まず、この本道路の計画なんですが、光

風台と川西市の両自治会のほうから、平成

30年９月に整備に向けての要望書が提出さ

れ、この要望の中で、歩行者と自転車が通

行できる連絡通路の整備、それから車両が

通行できる広域道路の整備の２点が要望書

として上がってきております。 

  この要望書を受けまして、川西市、川西

大和自治会さん、あと光風台の自治会さん

と本町の４者間で協議を行いまして、まず

連絡通路の整備を令和２年５月に完成した

というところです。その後、広域道路の整

備に関しては、連絡通路完成後、コロナ禍

でもあったため、その中でも年に一度ぐら

い川西市と情報共有、協議等を行ってきた

というところでして、そういった中、本町

のほうで令和５年に広域道路に関する用地

取得が完了しまして、事業化を進めるに当

たって、広域道路に関する要望書の提出が

あってから、約６年ほど経過していたとい

うことと、あと役員さんも変わっていたと

いうところから、本町のほうでは、令和７

年３月に光風台の自治会に対して説明をさ

せていただきまして、川西市さんのほうは、

令和７年４月に川西の大和自治会さんに対

して、これまでの経緯、それから自治会さ

んとか、近隣の住民さんの意向等について

のヒアリングを行って、あと先ほど申しま

した４者間の協議が必要かどうか、その辺

についても協議をそれぞれ行ったところで

す。 

  まず、本町のほうですが、令和７年３月

に行った光風台自治会さんとのヒアリング

については、広域道路に関しては前向きな

回答が得られております。 

  続いて、川西市、大和自治会さんのほう

ですが、川西市さんのほうからは、ヒアリ

ングをやった後に連絡をいただいたんです

が、大和団地を取り巻く環境の変化として、

以前にも増して広域道路に関しては、大型

車両の交通量に関してすごく敏感になって

おると。 

  あと、特に交通安全に関する関心度が上

がっているというところと、あと物流セン

ターの開発を行っております舎羅林山から

箕面森町への約1.1キロの道路新設計画道路

があるといった中、今後この数年間の間に、

さらなる環境の変化があるのではないかと

いうことで、現時点では、広域道路の新設

に対しては、慎重にならざるを得ないとい

う回答でありました。 

  今後は、当面、引き続き川西さんとの２

者間での広域道路に関する情報共有、並び

に協議を行っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  確かに舎羅林山団地というところがあっ

て、それは今、物流センターの道になって

おりますが、それは、森町の前の道に出て

くる道だと思いますが、便利になったなと

思うんですが、しかし、生活の基盤として

団地の中に通らせていただいて、双方での

話合いの結果ですけれども、病院がすぐに

行けるとか、救急車も早く行ける、そうい

うことでの救急の面ですごくいい活用がで

きるんじゃないかなと思いますので、話合

いは、ぜひ続けていただきまして、豊能町

にとっても川西市の皆さんにとってもいい

方向が出るようにですね、ぜひとも煮詰め

ていっていただきたいなというふうに思い

ます。 

  これは、川西市さんのほうは、まだ新し
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い団地ですけれども、豊能町は本当に高齢

化のまちで、次々と救急車が毎日のように

往来して大変な状況もうかがえます。そう

いうところでの一つ手だてとして、引き続

き頑張っていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

  それと次に、緑豊かな豊能町のまちです

ね。これを求めて豊能町は住みやすいすて

きなまちだというふうに求めて、若い人た

ちが引っ越してきてはる部分もあります。

新築を次々に建てられて、うれしい気持ち

になります。そういう点で、ぜひともこの

緑を生かした公園がたくさんありますので、

公園を何とか活用できるように、光風台中

央公園でいいますと、100本近い木が伐採さ

れて、それこそ日陰のないまち、それと日

陰のない公園になってですね、子どもたち

が遊ぶところも本当に凸凹してますので、

オーバルロードは楽しんでいただいている

ようですが、ベンチとか、そういうところ

も少なくて外国でいえば、欧米・欧州、そ

の辺で、若い人も子どもたちもお年寄りも

みんな公園ですごく楽しく語らい、歩いて

健康管理に努めているという姿がよくうか

がえるんですけれども、そういうふうな公

園づくりをしていただきたいなと思うんで

すが、この点について、今、豊能町では、

木を大切にしてきたと思われるスマートシ

ティ関係の話になりますけれども、１本枯

れて、バシッと切ってあるのが一つだけ残

ってある。何とも殺風景な悲しい木になっ

て、下は芝生は人工芝生で敷き詰めてある

んだけれども、その中での木が枯れてしま

ったというのは、以前お聞きしたときには、

ちゃんと水は浸透するような人工芝になっ

ているし、大丈夫だというふうにお聞きし

て、これは生き延びていく木かなと思って

いたら、すっかり枯れて切られてしまった。

皆さん、悲しんでおられます。色も変わり

果てて何とも言えない気持ちになっており

ますけれども。あの状態で行くのか、もっ

と緑を増やして、それとベンチも増やして、

各地域に公園は幾つもありますけれども、

もう少し充実して、高齢化のまちにマッチ

した公園づくりをしていただきたいなと思

うんですが、そういう計画はございません

でしょうか、お聞きいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず、議員御指摘のとおりスマートシテ

ィ事業で整備しました光風台中央公園につ

きましては、当時、議員の皆様、現在もで

すが、様々な御意見をいただいておるとこ

ろです。 

  こういった中ではありますが、まずは、

このスマートシティ事業の中でＫＰＩとい

う目標設定を定めております。このインフ

ラの関係でいきますと二つありまして、公

園の利用者数と、公園の満足度という、二

つの指標を設けております。一つ目の公園

利用者数ですが、地域の活動団体の皆様の

御尽力にもよるんですが、そこでイベント

などが数多くできたということもありまし

て、月当たりの平均利用者数ですが、整備

前、令和４年度は月100人程度でしたが、令

和６年度では、月約1,100人と整備前に比べ

約10倍ほど利用者数が増加し、公園ににぎ

わいが戻ってきているものということで認

識しております。 

  次に、もう一つのＫＰＩ、目標設定の公

園の満足度という指標のほうですが、整備

前は５点満点で2.99点でしたが、整備後の

令和５年は3.43点、昨年の令和６年度は、

５点満点で4.35点と、目標値が4.0点でした

ので、それを上回る数字ということで、満
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足度に関しましても評価していただいてい

るということで、今のところ、本町のほう

で考えております。 

  議員御質問の公園の木陰、あとベンチが

不足しているという御質問の要望の件です

が、今のところ、イベント利用者の皆様な

どからは、そういった御意見は直接は寄せ

られてはございませんが、本町としまして

は、他の公園と比較しても現状では特段問

題ないと考えておりますけれども、引き続

き、樹木の問題、木陰の問題、そういった

ものがございますので、公園利用者の声に

耳を傾けながらよりよい公園環境の維持に

努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  豊能町はすてきなまちということで、長

く住んでおられる方、今は若い方も来て、

いろいろイベントではすごいたくさん集ま

ってにぎわいました。町長も来られて、視

察じゃないけれども、いろいろ御挨拶やら

しながら見られたと思いますけれども、本

当に集まることができるところなので、そ

このところを本当にもうちょっと、ここで

もうちょっとゆっくりしようかというよう

な、そういう憩いの場所としての公園を重

視していただきたいなというふうに思いま

す。そこのところをぜひとも引き続き、お

金はないのかどうか分かりませんけど、ス

マートシティですごいお金を使われてます

からね、あの公園ね。だから使ったほどの

値打ちというか、効果がやっぱり出ないと

いけないと思いますので、その点は、ぜひ

とも出していただきたいと思います。ぜひ

とも引き続き、検討をお願いしたいと思い

ます。 

  それと、公園で木がないというのは、一

番辛い話ですので、そこのところはぜひと

もお願いしたいと思います。 

  それから次に行きます。 

  補聴器の購入の公的補助なんですが、加

齢による聴力の低下が増えつつあるという

ことです。早期発見・早期治療で社会参加

や地域交流を支援し、認知症予防を促すこ

とを目的とする高齢者への補聴器補助の自

治体が増えてきています。大阪府下では17

自治体が補聴器の補助をしております。府

下でもトップクラスの高齢化、また、低所

得者への補聴器補助を求めたいと思います

が、今、補聴器はすごく高くなっています。

20万円から50万円というような、高いもの

となっておりますので、その点のお考えは、

低所得者に対してということになると思い

ますけれども、その点のお考えがあるのか

どうか、お聞きいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  高齢者への補聴器の購入費助成事業につ

きましては、６月の定例会議におきまして

も御質問いただいておったかなと記憶して

ございます。 

  御指摘のとおり、最近の一部の自治体に

おきましては、補聴器の購入費助成が実施

されており、また、その数も御案内ござい

ましたとおり、徐々に増えてきておると理

解してございます。 

  調べてみますと、令和７年６月現在で、

全国市町村の約27％に当たる約460市町村に

おきまして、比較的症状の軽い中等度難聴

の方への補聴器購入費助成が行われておら

れるようです。 

  難聴につきましては、日常生活における

コミュニケーションを難しくし、社会的孤
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立、ひいては認知機能の低下につながると

いうことも言われておりまして、補聴器を

利用した音声コミュニケーションをサポー

トしていくことにつきましては、生活の質

の向上のみならず、認知症予防においても

効果が高いと認識してございます。 

  ちょっと調べてみますと、助成につきま

しては、大体２万5,000円から５万円ぐらい

の間で助成をされているというふうに認識

してございますが、私ども本町の高齢化率

の状況、また財政状況などを踏まえますと、

実施につきましては、現在のところ困難で

はないかと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  取り組まれている自治体は、市の段階も

町の段階もありますけれども、財政が余裕

がないとできないことかもしれませんけれ

ども、やはり気持ち高いですからね。だか

ら少しでもそういうところで補助ができる

ような体制がどこからか捻出できないのか、

そういうことも含めて私、お願いしておき

たいと思います。これは豊能町に限ってで

はありませんので、豊能町の住民、高齢者

の皆さんが安心して暮らせるということに

尽きるんですけどね、町長は、いいことを

おっしゃっております。「不撓不屈の思

い」、どんな困難や苦労にあっても決して

心くじけず、強い意思を持って物事に立ち

向かうという意味ですけれども、こういう

ことを言われております。その点、ぜひと

もそういう気持ちで町長を務められている

と思いますので、ぜひともまた引き続き、

考えていっていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

  それと次は、教育についてですが、これ

は、先日来、話が出ておりますけれども、

ＩＣＴによる機器を使うほど成績が下がる

というようなことが言われてて、新聞にも

載りました。私らも持っている教育新聞に

もいろいろ教育の方面の新聞にもよく掲載

されております。調査結果がありますので、

この本町の学校では、家庭ですね、使用時

間を決められているのか、その点成績が下

がっているとか、そういう傾向があるのか、

その点分かっておれば出していただきたい

なと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  令和６年度の全国学力・学習状況調査で

は、学習以外の用途、例えばゲームである

とか、動画視聴などで、ＩＣＴ機器を使う

頻度が高い子どもほど、学力のテストの正

答率が低い傾向というものが示唆されてい

ます。 

  一方、主体的・対話的で深い学びの視点

からの授業改善を進め、課題の解決に向け

て、自分から取り組んだと考える児童生徒

ほど正答率が高い傾向が見られています。 

  課題の解決に取り組む学習活動を行って

いる学校ほど考えをまとめ、発表を表現す

る場面で、ＩＣＴを活用している傾向が見

られ、その両方に取り組んだ学校グループ

の児童生徒は、それ以外の学校グループに

比べて、各教科の正答率が高い結果が見ら

れています。 

  また、約９割の児童生徒がＩＣＴ機器は、

分からないことがあったときに、すぐに調

べることができる。画像や動画、音声など

を活用することで、学習内容がよく分かる。

友達と考えを共有したり、比べたりしやす

くなると考えているなど、児童生徒はＩＣ

Ｔ機器活用に高い効力感を実感しています。 
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  ＩＣＴ機器は、理解を助ける視覚的体験

的な教材として、紙教材にはない強みがあ

ります。 

  ただ、ＩＣＴ機器の使用については、使

用の仕方に注意が必要であると考えていま

す。 

  本町におきましては、学校や家庭でのＩ

ＣＴ機器の使用時間については、健康に気

をつけて時間を決めて使用すること、また

30分に１回は目を休めることを推奨してい

るところです。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  そこまできちっと使用時間とか、そうい

うのを決めてやるということは、一番大事

だと思います。今、健康管理とか、そうい

うところでの問題も出てきておりますので、

そこのところできちっと子どもたちが守れ

るように、指導していっていただきたいと

思います。これ以上、目が悪くなったり、

いろいろ健康被害が起こらないようにして

いただきたいと思います。 

  私ども、それこそ字引きのように、すご

く便利に使っておりますのでね、確かにＩ

ＣＴというのは、すぐに分かるいいものだ

と思いますけれども、それだけに考えなく

てもいいようなことも起こってくるという

ふうに思いますので、その点十分に指導し

ていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

  最後に一つ、切れ目のない子育ての保育

ということで言います。 

  育児休業をしている方は、切れ目のない

保育を望んでいます。継続を望んでいるの

に、１年半で退所しなければならないとい

うような場面もありますが、そういうふう

に言われてて、そのために、産休をしてい

る方が２か月ですか、自分でまた延長して、

子どもを見なければならない。本来見なけ

ればならないけれども、働いてるがゆえに

迷惑もかけられないとか、そういうような

ところでの保育制度の改善が求められてい

るんですが、その点はどのようにお考えな

のか。ぜひ、ここは切れ目のない保育がで

きるようにしていっていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  現在、豊能町保育の必要性の認定の基準

を定める条例において、保育の必要性の認

定基準を規定しており、その中で育児休業

をする場合であって、当該保護者の当該育

児休業に係る子ども以外の子どもが保育所

等を利用しており、当該育児休業の間に当

該保育所等を引き続き利用することが必要

であると認められることを保育の必要な理

由の一つとして規定をしています。 

  現在、豊能町では、この理由による保育

の認定期間は、育児休業取得期間として、

育児休業の対象となる子どもの出産後、１

年６か月を経過する日を属する月の月末ま

でを限度とするというように規定をしてい

ます。 

  国におきましては、子育て支援の充実と

併せて育児休業制度の様々な見直しが実施

されています。 

  本町におきましても、育児休業制度の趣

旨を踏まえて、育児休業の継続利用につき

ましては、以前から検討課題として認識し

ております。この件につきましては、来年

度の入所から適用できるように制度の見直

しを実施してまいりたいと考えています。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 
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  御理解いただけてありがとうございます。

そういうことで悩んでいる育児休業をされ

ている方がおられまして、切実な思いで訴

えておられました。これは何人もいてると

いうわけではありませんけれども、しかし、

育児休業をされている方にとっては、切実

な問題ですので、その点、改善、制度を改

正といいますか、見直していただくという

ことは本当に喜ばれると思いますし、安心

して保育、子育てできるというふうに思い

ますので、ぜひとも来年度からは、その制

度が変わっているということを願って、今

日の質問を終わらせていただきます。 

  皆さん、ありがとうございました。よろ

しくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、高尾靖子議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は、午前10時30分といたします。 

（午前10時17分 休憩） 

（午前10時30分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、池田忠史議員を指名いたします。 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  おはようございます。 

  議長より御指名いただきましたので、１

番・池田忠史、一般質問を始めさせていた

だきます。 

  まずは、救急についてです。 

  救急車は、事故などの大けがや急病など

で緊急に病院で診察が必要な人が利用する

ためのものです。速報値ではありますけれ

ども、消防庁の昨年のデータでは、救急車

の出動件数は約772万件、全国ですけどね。

搬送件数が676万件となっています。これは、

単純にですけれども１分間に全国のどこか

で15件の出動があり、そのうち13人は病院

に搬送されているという計算になります。 

  データが出ている中で見ると、コロナの

２年間は、減少をしています。その際には、

やはり病院でコロナに感染したりとか、そ

ういうのを避けるために軽傷者で本当は救

急車を利用するまでもないような方が敬遠

されて、利用が大きく減少したというのが

何か見れるそうで、このコロナのときが救

急車の適正利用に近いんじゃないかという

ふうに見ている方もおられるそうです。 

  ただ、そこを越えた後、またここ２年ぐ

らいで急激に救急搬送、出動の件数が増え

ておりまして、昨年の出動件数、先ほどの

772万件というのは、1963年から集計を取っ

てるそうなんですけれども、その集計を取

り始めて以降で最多となったそうです。 

  やはり救急車を利用するに当たっては、

適正な利用が必要だと思うんですけれども、

なかなか軽傷者で利用される方が多いのが

いまだに見受けられるということだそうで

す。 

  まず最初にですけれども、豊能町で、救

急車の出動状況はどのような感じになって

いますでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  豊能町管内の救急出動状況でございます

が、令和４年から６年度までの３年間を調

べました。令和４年度が1,226件、令和５年

度が1,264件、令和６年度が1,342件と年々

増加傾向にございます。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  そうなんですよね。豊能町も年々少しず
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つ増加傾向、高齢化が進んでいるというの

もあるのかもしれないですけど、年々増加

傾向がありまして、これを１日で見ると、

大体１日3.5人というか、出動が3.5回と言

ったほうがいいんですかね、という形にな

っています。 

  現在、豊能町には、西地区と東地区に１

台ずつ救急車が配備されておりますけれど

も、１日３回の出動と考えると、救急車の

平均なので１日多いときにはもしかしたら

もっと多くて、ないときには、１日ゼロと

いうこともありますので、この東西１台ず

つの配備で運用はちゃんとうまくできてい

るのか、お伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  箕面消防とは、毎年１回、夏頃ですかね、

先日もございましたが、その辺の出動状況

等の報告、それだけではないんですけど、

向こうの事務担当と話合いを持ってござい

ます。 

  その中では、救急件数も増加傾向ですけ

ど、出動に支障を来しているというような

報告を受けておりませんので、おおむねそ

のような問題は今のところないのかと思っ

てございます。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  私のほうも確認しましたところ、やはり

箕面市との広域連携が豊能町はしておりま

すので、豊能町の２台が、もしも救急車が

出た場合には、箕面市のほうから来ていた

だいて、待機していただける体制が整って

いるということで、増加傾向にはあるけれ

ども、今の現状は何とか運用はちゃんとで

きているというようなお話を確認させてい

ただきました。 

  ただ、豊能町は、高齢化率が50％を超え

て、さらに高齢化が進んできますので、さ

らなる救急車の利用の可能性も出てくると

いうことを考えると、なかなか今のままで、

現状がどうなのかというところが心配なと

ころもあります。 

  年齢の話で、消防庁のほうから出てるデ

ータは、いろんなデータが出てますので、

年齢別の出動の割合というのも出てまして、

65歳以上の高齢者が救急車を使われるうち

の63.3％、これはあくまで全国ですけどね。

18歳から64歳の成人の方で29.1％、７歳か

ら17歳の少年と言われる部分で3.4％、あと

生まれてから６歳までの子どもたちで4.3％

となってまして、やはり高齢者の利用が非

常に高い状態になっているというのが、消

防庁のデータで年齢別のデータでも分かる

んですけれども。 

  先ほども申し上げた豊能町は、高齢化率

が50％を超えていまして、人口のうち、２

人に１人は65歳以上という形になっていま

すので、豊能町の年齢別の利用状況が、も

し分かるようであれば、お伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  御質問が65歳以上の救急車の利用の割合

ということでしたので、その部分について

調べております。 

  令和６年度の救急出動件数は1,342件のう

ち、65歳以上の利用割合は77％でございま

した。前年度と比較して横ばいの傾向でご

ざいます。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 
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○１番（池田忠史君） 

  豊能町の場合は、全国平均に比べると、

やはり高齢者が多い分、割合がかなり高く

なってまして、やはり高齢者の利用が今後

も増えていく可能性が高いのかなというふ

うに思われます。 

  また、先ほどから救急車の適正利用の話

をしてますけれども、傷病別ですね、いわ

ゆる救急車を本当に呼ぶに必要かどうかと

いうとことで見ますと、実際、救急車を呼

ぶまでもない軽症の状態で救急車が呼ばれ

ているのが46.8％、救急車を呼ぶか呼ばな

いかで、呼ぶかなというところの中等で

44.6％、これでほぼ90％ぐらいですね。そ

れ以外、本当に重症で呼ばれているのが

７％と、亡くなったので呼ばれているのが

１％ちょいというふうになってまして、や

はりまだまだ軽症者で利用、これは全国で

すけれども、軽症者で利用されているとい

うところが多いように思われます。 

  豊能町のほうも、やはりその適正利用と

いうのがやはり何度も言いますけれども、

救急車やっぱり必要は必要ですけれども、

本当に必要な人が使えるようになるために、

適正利用が大事だと思うんですけれども。

例えばですけど、救急車を１回出動させた

場合、もちろんこれ、全部公費で出されて

るわけなんで個人負担は一切ないんですけ

れどももしも個人で負担した場合、救急車

１回出動で一体お幾ら万円かかるか、御存

じでしょうか。というか、もうこれはちょ

っとこちらのほうで言わせてもらいますけ

れども、１回出ると４万5,000円ぐらいかか

っているんですよ。それはもちろん公費負

担されているわけなんですけれども、やは

り本当に必要な方にとっては安いですけれ

ども、必要でないと言ったら語弊がありま

すけど、本当に使うべきでない人がその金

額を使って救急車を１台動かすというのは、

大変いろんな意味で財政的にも負担がかか

るので、やはりこの辺は、これだけかかっ

ているんだということをあまり皆さんに

大々的に宣伝するようなものでもないかも

しれないですけれども、やはりこういう負

担がかかってて、財政にも大変な負担があ

りますということをちょっと知っていただ

くことも大事なのかなというふうに私は思

います。 

  今、これは救急車の話ですけれども、実

際、病院のほうに救急搬送されて、救急車

の有料化の話が今ちょっと話題にもなって

るんで、もうある市とか県とかでは、実際、

救急車を使って病院に運ばれても軽傷で救

急車を呼ばなくてよかったんじゃないかと

いうような方には、お金をもらうようなと

ころもあるんですよ。 

  今、茨城県と松阪市のほうでは、そうい

うことをされているんですけれども、豊能

町の近隣で、例えば救急搬送されたときに、

病院のほうで、選定療養費、いわゆる今、

個人とかでもそうですけど、まずは個人の

病院に行ってもらって、紹介してもらって、

上のというか、もう一つ大きい病院に。ま

た、さらに大きい病院にという中で、実際

いきなり大きい病院に行った場合には、高

額な初診料が取られるという、そこの部分

の金額になるんですけれども、そういうふ

うなものを取られるところが、茨城県と松

阪市ではあるんですけれども、豊能町近辺

で、もしも救急搬送されて、そういったよ

うなお金が取られるとかいうような病院は、

今現在、どこかにあるのでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  御質問の選定療養費でございますが、こ
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れは、初期の診療は、地域の病院で、高度

専門医療は、大きな病院で行うという医療

機関の機能分担を目的に設定された制度で、

紹介状を持参せずに受診をした場合に、患

者が負担する費用との認識をしてございま

す。 

  近隣の病院で、本町から、例えば緊急救

急搬送している病院の中では、選定療養費

を取っているという話は聞いてございませ

ん。なので、ほかにも担当のほうに聞いた

んですが、そのような選定療養費を取って

いる医療機関があるという話は聞いており

ませんので、本町から救急搬送している医

療機関は、選定療養費を取っていないので

はないかというような認識をしてございま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  近隣で、まだそういう有料になってると

ころはないと私のほうも聞いてますけれど

も、先ほど申し上げた松阪市の場合だと、

市内にある大きな病院、３病院では、先ほ

ど言った軽症で運ばれて、もし救急車を使

う必要がなかった判断された場合には、

7,700円の選定療養費が取られます。 

  また、茨城県では、22病院で、そういう

ふうなことをされてまして、病院によって

値段がちょっと変わるんですけれども、少

ないところは1,100円から、一番大きな病院

だと１回１万3,200円、これ、救急車で運ば

れて、救急車の利用の必要がないと判断さ

れた場合には、強制というか、もちろんで

すけど、支払いの際に請求されます。 

  適正利用の判断がなかなか、どこまでが

救急車を呼んでいいか、若しくは、自分で

病院に行ったほうがいいかという判断がな

かなか難しいので、これ実際、病院の判断

も何を基準にしてという判断基準がなかな

か設定するのが難しいので、あまり広がり

が今のところはなく、ただ、有料化は、先

ほども一番最初にお伝えしたとおり、出動

件数は今までで一番増えていますし、今後

も増える見込みである以上、本当に必要な

方が使えない状況が続くようであれば、そ

ういう有料化が今後進んでいく可能性もあ

ると思うんですよね。 

  じゃあ、どうすればいいのかということ

で、大阪府、全国そうなんですけれども、

救急車を使っていいかどうかの判断に悩ん

だ場合には、相談する場所がちゃんとある

んですよ。電話をかけて、全国の場合は、

多分一番近いところにつながるんだと思う

んですけれども、電話の「♯（シャープ）」

を押した後に、「7119」と電話をかけると、

救急安心センターというところに電話がつ

ながりまして、そちらのほうで症状を聞い

てもらって、それであれば救急車を呼んで

くださいとかいうような判断をしてもらえ

るというような電話があります。それは、

大人だけでなくて、子どもは子ども用の電

話相談がありまして、「♯8000」というの

をかけると子どもでそれが必要かどうかと

いうのの判断をしてもらえる。うちも昔で

すけれども、子どもが高熱を出したときに、

病院に連れていくか、どうしようかと悩ん

だときに、ここに電話をしたことがありま

す。熱が40度近くあったので、いや、さす

がにちょっとそれはもう連れていってくだ

さいということで、救急車を呼ばずに、夜

間救急に自分で運転して連れていきました

けど、そういうのも相談ができるようにな

ってますので、そういった相談窓口がある

ということを皆さんにもっと周知して、適

正利用を進めていけばいいと思うんですけ

れども、こういう周知は、今現在、豊能町

ではできているんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 



 2－17 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  救急安心センターおおさかは、急な病気

やけがをしたときに、救急車を呼んだほう

がいいのか、病院に行ったほうがいいのか、

応急手当の方法は、近くの救急病院はどこ

かなどの迷ったときに、電話番号、先ほど

池田議員おっしゃっていただきました「♯

7119」、又は、「06－6582－7119」に電話

をすると、相談員、看護師、医師の支援体

制の下に24時間、365日、病院やけがの緊急

性の判断や応急手当、適切な救急病院の案

内について対応しており、緊急性のある場

合には、センターから最寄りの消防署へ電

話を転送し、そのまま救急車を呼ぶことが

できる窓口でございます。 

  御質問のこの周知につきましては、定期

的な広報誌への掲載、年に１回程度、掲載

してございます。ホームページ、あるいは

イベント開催時や消防署の窓口等で周知を

行ってございます。 

  また、介護保険に関する書類を送付する

封筒の裏面に、消防署からのお知らせとい

うことで、この救急安心センターおおさか

の電話番号等を掲載し、周知をしている状

況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  これは、ちょっと先ほどから消防庁のデ

ータをいろいろ使ってお話しさせてもらっ

たんですけど、救急搬送の適正利用の話を

何度もしますけれども、全国の各都道府県

ごとの出動件数というのも出てまして、大

阪府は、残念なことに人口の割合からする

とかなり高いんですよ。東京都で、約1,400

万人の人口がいる中で、年間の救急搬送を

されてるのが94万件ぐらいなんですけど、

大阪、人口が全体で約880万人ぐらいなんで

すけど、その中で70万件ぐらいありまして、

比率でいうと、東京で6.7％ぐらいなんです

けど、大阪は7.8％近くあるんですね。なの

で、豊能町はどうとかいうわけではなくて、

大阪全体でちょっと残念な感じで、呼ばれ

ているのが多いのはいいことですけど、そ

の中で本当にどれだけ必要なので呼ばれて

いるのかということもありますので、やは

りそういった本当に必要かどうかの判断の

基準になる、そういう救急安心センターで

すね、そういうのを皆さんによく知っても

らって、適正利用をしていただくように、

さらなる周知をしていただければと思いま

す。 

  実際、救急車を呼びましたと。救急車を

呼んで、救急搬送されるわけですけれども、

豊能町の場合、豊能町内に大きなというか、

総合病院はないので、なかなかそこに運ば

れるわけではなく、近隣の大きな病院に運

ばれるということになると思うんですけれ

ども、例えばですけど、救急搬送で受け入

れ、二次もしくは三次救急ぐらいで受入れ

になるんだと思うんですけど、やはり受け

入れてもらえるところを、救急車を呼んで

から搬送までの時間をできるだけ短縮する

ことも考えて、どこかの病院と、豊能町で

救急車を呼ばれた場合は、もちろんかかり

つけの病院がある方は、それぞれその病院

が優先されるのかもしれないですけど、そ

うじゃない方にとっては、どこかの、例え

ば病院の名前を出すと駄目というか、あま

りよくないので、川西であったり、箕面で

あったり、池田であったりというところの

大きい病院というところと、連携協定じゃ

ないですけど、そういうふうなものをして、

豊能町で救急車を呼ばれた場合には、優先

的にと言ったら変ですけれども、受入れを
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してもらえるような、そういうような体制

を整えることはできないのか、お伺いした

いと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  現在のところ、総合病院との連携協定を

締結している事例は、調べた限りではござ

いませんでした。この件については、事務

委託先の箕面市消防と連携を取りながら、

連携協定で、そのような優先受入れができ

るのかというのは、ちょっと事例研究して

いきたいと思います。 

  あと、この連携協定、全国的にも担当に

聞いたんですが、そのような協定を結んで

いる事例は確認できませんでした。 

  本町は、総合病院を持っていないんです

が、持っていないからといって、その受入

れが優先、あるいは、例えば箕面市民が優

先されるであろうとかいうことはないと聞

いてございますので、その辺の状況も踏ま

えまして本当に連携協定が効果的なのかど

うかも含めて、それはちょっと箕面市消防

本部と１回確認をしながら、もしそれが効

果的ということであれば、取り組んでいき

たいと思いますが、全国的には、町村は非

常に多うございます。その中でもそのよう

な事例はちょっと確認できませんでしたの

で、救急搬送ですので、どこに住んでおろ

うが、一定の対応はしていただけると思っ

ておりますので、その辺も踏まえて、今後

ちょっと研究はしていきたいと思ってござ

います。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  もちろん、今、人の命がかかってて、こ

この病院が優先でとか、そんな話ではない

のはもちろん分かるんですけど、ただ、豊

能町の場合、近くの大きい病院まで行く間

に、結構な距離がある。市内に住んではる

人らに比べると時間もかかるということを

考えると、事例としてないのかもしれない

ですけど、一番にここにもうすぐに搬送す

るというのが、近くで決まっていれば、そ

の時間の短縮という言い方は変ですけど、

短縮ができ、亡くなる可能性のある方が助

かるということにもつながるかと思います

ので、そういったことも検討してはどうか

なと思ったので、あくまで提案としてさせ

ていただきました。 

  それで、これはちょっと適正利用云々の

話からちょっと話はずれますけれども、今

年もそうなんですけれども、昨年、記録的

な猛暑が続いて、５月から９月までの間で、

全国的に熱中症による救急搬送が約10万人

近くあったそうです。今年もかなり梅雨明

けが早くて、最近ちょっと涼しくなってき

ましたけれども、ずっと猛暑というか、酷

暑というか、そういう暑さがずっと続いて

たんですけれども、そういった熱中症に対

して予防であったりとか、そういったもの

の情報提供というのは、豊能町のほうでは

できているんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  ただいま御案内もございましたが、今年

の夏は、統計開始以来、最も暑い６月と７

月になったほか、７月の終わりには、最高

気温35度の猛暑日を観測した地点数が過去

最多となりまして、８月に入りますと、国

内の歴代最高気温が全国各地で続けざまに
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塗り替えられ、群馬県伊勢崎市では41.8度

を観測するなど酷暑が続いております。 

  本町といたしましても、熱中症に対しま

して、お子様から高齢者まで各年代に応じ

た対応が必要と考えてございます。町の広

報誌７月号に掲載させていただきましたが、

またホームページ等での注意喚起に加えま

して、昨年10月に開始いたしました見守り

サポート事業におきましても、室内の熱中

症指数が上昇するとアラームで知らせる熱

中症見守りの仕組みを活用しておりまして、

看護師が定期的に利用者に連絡をするなど

体調をうかがうような形でサポートを実施

させていただいております。 

  この暑さは、まだ続く見込みでございま

して、気象庁の向こう３か月間の長期予報

によりますと、全国的に暖かい空気に覆わ

れやすいため、気温は高いとされておられ

まして、厳しい残暑が続くと予測されてご

ざいます。 

  今後も保健師等がお子様のおられる御家

庭に連絡する機会や、地域包括支援センタ

ーから高齢者や、その御家族に連絡する機

会を通じまして、日々過ごされている状況

を聞き取りながら、必要に応じて熱中症予

防に関する案内を行うなど、様々な形で引

き続き、注意喚起に努めてまいりたいと思

ってございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  ちょっとこの質問するに当たって、豊能

町で今年、熱中症で何人救急搬送されたか、

ちょっと確認してみたんですよ。実はです

ね、先日確認した時点で５人だそうです。

ほぼほぼ皆さん、熱中症で運ばれることな

く、お元気に、ちゃんと対策されてるのか

なというふうには思いました。 

  ただ、熱中症は、特に高齢者の方にとっ

ては、体温の調節がうまくいかなかったり、

暑さ・寒さを感じにくくなったりというこ

とで、熱中症になりやすいとかいう話もあ

りますし、やはり注意喚起だけはですね、

これからも今後こういうのが来年、再来年

続いていくように思いますので、周知でき

るようにしていっていただきたいと思いま

す。 

  本当に酷暑が続くタイミングでは、例え

ばですけど、ホームページ上でもトップペ

ージのところに「熱中症に注意しましょう」

みたいなのをちょっとバナーを作るなりし

て、もうちょっと目立つようにするとかい

うのもしていただいたらいいのかなと。熱

中症を豊能町のホームページで調べると、

ちょっと奥のほうにあるんですよね。なの

で、そういったその時期だけでも、ちょっ

とトップページとか、若しくはお知らせの

ところにちょっと上がるようにとかしても

らったらいいのかなというふうに思います。 

  先ほどから言ってる高齢化が進んで、救

急車の利用等がだんだん増えてきている中

で、やはり救急の搬送ももっと急を要する

ような事態が起こり得る可能性もあります。 

  今、全国で三次救急、本当に危険な状態

の人を受け入れる救急センター等が312か所

ありまして、その中でも本当に特殊な疾患

を取り扱うような高度救命救急センターと

いうのが全国で50か所あるんですよね。 

  また、ドクターヘリが全国58か所で運用

されています。近隣でいうと、京都は滋賀

と連携しているので、京都自身にはドクタ

ーヘリはないというようなこともあるので、

大阪府もですけれども、大阪府だけでいう

と三次救急を受け入れているところは16か

所、その中でも高度の救命救急センターは

３か所、ドクターヘリは阪大のみ、１か所

のみの受入れとなっていまして、急を要す
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るドクターヘリの運用というのは、なかな

か全国、あるのはあるけれども、やはり事

故の心配とかもあるので、広がりがある程

度のところで止まっているようです。 

  今後、ドクターヘリというような運用も

考えると、今現状、豊能町には、ヘリのヘ

リポートがないんですよ。グラウンドで着

陸してもらうようなことがあるんですけれ

ども、ヘリコプターのプロペラの風で砂ぼ

こりが舞い上がって、家が近くにあるとこ

ろだと、近隣の家のほうまで砂ぼこりがす

ごい飛んでいくとかいうことで、かなり問

題になったりもするらしく、ドクターヘリ

が来る場合は、消防車が水を撒いて、砂ぼ

こりが上がるのを予防するという運用をし

ているんですけれども、豊能町にそういっ

たことをしなくてもヘリコプターが発着で

きるようなヘリポートを今後設置する予定

はございませんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  ヘリコプターは、基本的には、航空法第

79条により、空港等以外の場所では、離着

陸してはならないとされておりますが、捜

索、あるいは救助を目的とする場合は、こ

の限りではなく、航空法第81条の２におい

て、安全を確認できれば大臣の許可を受け

ることなく、離着陸できるとされておりま

す。 

  ドクターヘリにつきましては、この航空

法に基づいて、あらかじめ指定した場所に

臨時着陸して救助や救急搬送活動を行って

おります。 

  豊能町内のドクターヘリポートは、現在

５か所、これは東能勢中学校、東能勢小学

校、高山コミュニティセンター、吉川中学

校、東ときわ台小学校がございます。いず

れも専用ヘリポートではございません。専

用のヘリポートの設置につきましては、小

型ヘリが十分な、小型ヘリは全長13メート

ルほどございます。それが十分な安全が確

保できる場所で、少なくとも一辺が約35メ

ートルを超える正方形の平地が必要であり、

かつ、救急車からドクターヘリへ負傷者や

患者などのスムーズな搬送に適した場所で

あることが条件になってきます。 

  したがいまして、豊能町内に専用のヘリ

ポートを設置することについては、町有地

で考えますと、条件に合った場所を選定す

ることは非常に難しい状況でございます。 

  例えば、大阪府が整備する木代地区道路

維持管理基地、これは仮称でございますが、

そこの中でドクターヘリポートとして、使

用することができないかなど、今後、協議

調整を図っていきたいと考えてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  今もおっしゃっていただきましたけれど

も、希望ケ丘というか、木代というか、土

砂災害があった後のところに大阪府のほう

で防災基地をつくる予定となってまして、

そこには、ヘリポートと備蓄倉庫と、あと

道路も一応つくるような話は聞いています。

一応、当初の計画からかなりずれてまして、

私、木代に住んでまして、木代には、何か

あるたび、都度都度報告があるんですけれ

ども、以前いただいたこの報告書の中でい

うと、今現在、令和７年には、ヘリポート

の整備工事は始まってないと駄目なんです

よね。調整池とか、いろんな基盤工事とか、

その他はもう終わってる計画なんですけど、

かなりずれてまして、大阪の池田土木のほ

うで確認しましたところ、なかなかちょっ

と計画、いろいろと位置がちゃんと決まら
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ないとか、ヘリポートももともと予定して

いた場所ではちょっとよくないから、別の

場所にしたほうがいいんじゃないかとかい

う、防災の関係の方からの御提案があって、

ちょっと変えようかというような計画とか

で、計画が少しずつ変わって、なかなか進

んでないということですけれども、最終的

には、その計画自体は進んでますので、今

おっしゃったように、それを豊能町も一緒

になって使える、もちろん救急搬送だけじ

ゃなくて、豊能町は山の中にありまして、

何か大きな災害があったら、陸の孤島とな

る可能性もありますので、そういったとき

にも、もちろん物資の搬送であったり、病

傷者の搬送であったりということはいろい

ろできますので、豊能町としても一緒に協

力して、ヘリポートに限らず、防災基地に

ついて一緒に考えて、協力というか、どう

いう形になるのか分からないですけれども、

やっていってほしいと思います。 

  もうこれは、ここで一旦終わります。 

  次に、道路の管理についてですけれども、

今、豊能町は、東西それぞれ大きな国道が

１本ずつ走ってまして、それに府道であっ

たり、町道であったり、いろんな道がつな

がっているわけなんですけれども、道路の

管理について、これ質問ではなくて、こっ

ちのほうで、ちょっと時間がないので、あ

れさせてもらいますけれども、国道、府道

については、大阪府というか、豊能町は池

田土木がしてまして、町道とか、あと里道

とかもそうですけれども、一部違うところ

もありますけれども、基本的には、豊能町

が管理しているという状態だと思うんです

けれども、今現在、春からずっと青々とい

ろんな木が茂ったり、草が生えたりとかし

た中で、一度も草刈りされずに、道路の草

木、歩道もそうですけれども、草木が繁茂

してガードレールも草で隠れてガードレー

ルが見えないとか、車道のほうに草が倒れ

かかってきたり、もしくは木の枝が出てき

て、もう道路の端のほうは通れないので、

一部車がちょっと反対車線のほうにはみ出

してきたりとか、そういったことが今現在、

多々あると思うんですけれども、こういっ

た管理については、年間どういった計画で

されているのか、お伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず、町道の管理のほうからお答えいた

します。 

  町道のほうの除草につきましては、交通

量の多い道路を中心に年間契約で業者に委

託しておりまして、このうち歩道、街路樹

のある路線につきましては、おおむね年３

回程度の剪定を行っておりまして、順次作

業を行っている関係で、地区によっては、

時期は前後はするんですが、おおむね梅雨

明け、お盆前後、それから３回目が10月か

ら11月頃をめどに計３回ほど行っていると

いうところです。 

  あと、年間契約に入っていない路線も当

然ございまして、そちらのほうの例えば除

草等につきましては、パトロールとか、住

民の皆さんの通報等によりまして、交通に

支障があると判断した場合は、そこを中心

に契約している路線の除草作業と併せて予

算の範囲の中で、局所的に対応しておると

いうところでございます。 

  あと、国・府道のほうの除草なり、剪定

につきましてですが、大阪府の池田土木事

務所さんのほうが管理しておりまして、そ

ちらのほうに確認したところ、年１回とい

うことでして、除草のほうは、場所にはよ

るんですが、６月から８月末頃をめどに除
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草しておると。 

  あと、樹木の剪定については、11月中旬

から12月中旬頃をめどに実施しておるとい

うことで聞いております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  まさに草を刈ったりする理想というのは、

年３回ぐらいが理想と言われてまして、そ

れこそ梅雨明けぐらいに１回、９月から10

月ぐらいに、ちょうどいっぱい茂った頃に

１回と、あと冬を迎える前に軽く刈ってお

くと、３回刈っておくと、草、ちょうどい

い感じで管理ができるというような話みた

いなんですけど、町道はまさにそんな感じ

で管理をちゃんとしていただけているみた

いなんですが、国道がかなりひどいんです

よ。皆さん、車で走られると思うんですけ

ど、こんなことを言ったらあれですけど、

妙見口から牧までの間の北向きに行くと右

側、もう道路のほうまで草が生い茂ってま

すし、歩道もすごいことになってるんです

よね。反対に向くと、池田方面に向いてい

くと高山口から止々呂美の間の右左両サイ

ド、もうすごいんですよ。この辺って西地

区、東地区を行き来する道路でもあるんで

すよ、高山口とかあの辺は特にね。だった

ら、やはり年１回じゃ、ちょっと草刈りが

足りないと思うんですよね。今現状、まだ

刈られていないということは、まだ全然な

わけですよね。この間、池田のほうの下の

ほうというか、久安寺に近いところはちょ

っと刈られていたみたいなんですけど、箕

面、豊能町辺りはまだ全く何の刈りもされ

てなくて、先ほども言ったとおり、ガード

レールも見えないような。カーブを曲がる

ときにも、草で先が見えないみたいな、そ

ういう危険な状態になっているので、その

辺は、やはり府とか国とかのほうに、もう

少し適正な管理をしてもらうように、要望

なり、もう少し強く言っていただいたほう

がいいと思うんですけれども、その辺はど

ういうふうにお考えですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  議員おっしゃるとおり、国道、特に国道

423号につきましては、除草もそうなんです

が、山側からの木のほうが大分車道側のほ

うに出てきておりまして、それが原因で、

例えば大型車両がそれを避けるがために中

央線のほうに寄ってくるということで、交

通の危険性があるということを認知してお

りまして、それを踏まえて大阪府池田土木

事務所のほうと、毎年年１回、最低１回は

町長を含めた意見交換会をやっておりまし

て、その場でも町長のほうからも言ってい

ただいておりますし、年１回の政党の要望

が先日もありまして、その中でもこの件に

ついては、強く要望させていただいている

ところであります。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  それと同じく、草だけじゃなくてですね、

先日も大雨が降った際に、それこそ高山口

から先のところで、側溝に木々が積もって

いて、側溝が詰まって、土砂が道路に大量

に流れ出して、側溝に流れていたはずの土

砂が流れ出して、あれ、そのまま行くと、

例えばその土砂の上でブレーキでも踏もう

もんならそのままスリップして、事故する

というようなこともありますし、先ほど言

った野間口の道もそうですけど、側溝の掃
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除が全くされてないんですよ。ここ数年、

多分１回もされてないんじゃないですかね。

私、結構あちこち車で走りますけど、すご

い大雨が降ると、側溝から道路のほうに水

がジャンジャカ流れているんですよ。やは

り、その側溝の掃除ももっと要望してもら

ってしてもらうようにお願いしたいんです

けれども、それはいかがですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  要望させていただきます。よろしくお願

いします。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、池田忠史議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は、11時半といたします。 

（午前11時20分 休憩） 

（午前11時30分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  皆様、こんにちは。議長より御指名いた

だきましたので、７番・公明党、永谷幸弘

の一般質問を通告のとおりさせていただき

ます。 

  理事者におかれましては、いつも言って

おりますけれども、町民の暮らしの向上や、

安心・安全のまちづくりのための積極的な、

また具体的な答弁をよろしくお願い申し上

げます。 

  早速ですけれども、質問に入らせていた

だきます。 

  まず、通告書１点目の改葬許可申請書の

添付書類の簡素化について、質問をいたし

ます。 

  ６月会議でもお話しさせていただきまし

た。お墓に納骨されている遺骨を何らかの

理由により、別の場所へ移す場合には、改

葬許可書がないと次の納骨場所では、受け

入れることができません。 

  改葬許可書は、現在、納骨されている場

所の市区町村役場で、改葬許可申請書を入

手しまして、必要事項を記入の上、必要書

類を添付することで、改葬許可書となりま

す。つまり、公的機関がこの遺骨は間違い

なく誰々さんですと認めまして、証明した

ものになりますので、受入先は、問題なく

受け入れることができます。これが改葬許

可書もなく、受入先に納骨してくれと言っ

ても無理な話でございます。どこの誰のか

分からない遺骨を受け入れることはできま

せんし、それがもしも違法性のある遺骨だ

ったとしたら、受入先は、罰則を受けるこ

とにもなってしまいます。霊園管理者等が

適正な維持管理を行うためにも、役所が証

明する改葬許可書が絶対必要となるわけで

ございます。 

  ６月定例会におきまして、町内のお墓に

埋葬されている遺骨を別の場所へ移す場合、

本町では、どのような手続や書類が必要と

なるのか伺ったところ、「改葬許可の申請

の際、埋蔵証明書の原本と受入証明書の写

しの両方を求めています」との答弁をいた

だいております。 

  そして、現在、府内43市町村のうち、35

市町村が受入証明書を必要としていないと

質問したところ、「近隣で必要としていな

い自治体では、実際どのようにしているの

かヒアリングしてからの対応になるのかと

考えています」との答弁をいただいており

ます。 

  そこで、近隣のヒアリングの状況と、あ
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と府内全体では、どのような状況なのか伺

います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず、府内全市町村の状況までは、今回

ちょっと時間的にもなかった関係上、ちょ

っとヒアリングは行っておりませんが、北

摂地域の７市２町には、ヒアリングを実施

させていただいております。 

  ヒアリングした結果ですが、議員がお示

ししたとおり、改葬先の受入証明書などを

求めている自治体については、北摂地域で

は、豊中市以外はなかったという状況です。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  ６月定例会議の最終答弁に「前向きに検

討させていただきます」との答弁をいただ

いておりますので、その答弁から、現在、

６月から約２か月ちょっとたっております

けれども、現在の進捗状況について伺いま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  自治体が発行しております改葬許可書で

すが、この申請書の記載のある改葬先と異

なるところに提出されると、この許可書は

使えないという、そういったトラブル防止

の観点から受入証明書の提出を求めてきた

のが現状だったんですが、先ほども答弁し

たとおり、北摂地域の７市２町へのヒアリ

ングを受け、北摂地域の７市２町の中では、

そこまで求めていないというところもあり

ましたので、今後、この添付書類の簡素化、

要は受入証明書を省略する方向で検討して

いきたいと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  受入証明書を省略する方向で検討してい

るということで答弁をいただきましてあり

がとうございます。 

  あと、これについてもですね、寺院、霊

園等、また町民に対しての周知方法と時期

など、今後のスケジュールについて伺いた

いと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  受入証明書の省略の開始時期なんですが、

現在、改葬許可書の取扱いを変更する決裁

の手続を今現在行っております。 

  また、この決裁終了後、議員御指摘の町

内の寺院とか霊園への御説明が必要と考え

ております。 

  また、住民に対しても、例えば本町のホ

ームページ等での周知を行う必要がありま

すので、受入証明書の省略の開始時期につ

きましては、切りのいい令和８年１月を予

定しておるところです。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  来年の１月からということで、大変喜ば

しいことと思います。進捗もしっかりと把
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握していただいて、滞りなく進めていただ

くことをお願いいたしまして、次の質問に

移りたいと思います。 

  次に、通告書２点目の「朝の小１の壁」

の対策について、質問いたします。 

  「朝の小１の壁」の対策というのは、な

かなか聞き慣れない言葉なんですけれども、

知ってるところはかなり知ってるところな

んですけど。保育所から小学校への進学を

きっかけに働く親が子どもの預け先に困る

のをこの「小１の壁」と言うんですけれど

も、これがございます。共働き世帯が増え

る中で、社会の変化に対応した取組が急が

れております。 

  「小１の壁」というのは、保育所に比べ

て子どもを預けられる時間が短くなること

で生じるものでございます。 

  従来から言われてきました放課後の時間

帯とともに保護者の頭を悩ませているのが、

登校前の「朝の小１の壁」、保育所では少

し時間がゆっくりあったんですけれども、

小学校になれば少し早く出なければならな

いので、保護者が頭を悩ませているという

ことでございます。 

  保育所の多くは、午前７時台から子ども

を預かれる一方、小学校の登校時間は、８

時以降が大体一般的でございまして、私も

毎朝立っておりますけど、大体７時50分ぐ

らいから登校してきまして、大体８時ぐら

いには、私は光風台小学校ですけれども、

小学校に入る時間かなという認識でおりま

す。 

  それは一般的ですけれども、対応できな

い保護者ですね、例えば、子どもを家に残

して、先に出勤したり、子どもが開く前の

校門近くで待つといったケースが現在生じ

ております。 

  こうした実態を把握するために、こども

家庭庁は、昨年に全国の市区町村に対しま

して、子どもの朝の居場所に関する調査を

実施しております。 

  そこで、まず、本町は、このこども家庭

庁の調査に対して回答したのかどうか、こ

の点について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  こども家庭庁のほうから、小学校の長期

休業中における子どもの居場所に関する調

査という形で、昨年度調査があり、本町と

しても、それに対して回答をしたところで

ございます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  この調査について調べてみましたけれど

も、全国1,741市区町村を対象に行いまして、

1,017自治体から回答を得ましたということ

ですね。平日の朝に、「子どもの居場所確

保に向けた取組を実施している」と答えた

自治体は、僅か1.4％に当たる14、「実施に

向けて検討中」は、1.7％の17でございまし

た。 

  対して、「実施していない」「未検討」

も含めますけれども、これは96.7％の約983

に上っておりまして、残りは無回答だった

ということでございます。これは、産経新

聞の記事から載っておりました。 

  ５月９日に、こども家庭庁が公表した報

告書によりますと、小学校の登校時間より

早く保護者が出勤する場合の対策として、

子どもの朝の居場所確保策を実施や検討し

ている市区町村は、計3.1％という、僅かそ

ういう結果にとどまることが分かっており

ます。就学後に届先が見つからず、保護者

の仕事との両立が困難になる「小１の壁」

が問題となっている中、やはり環境整備が
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進んでいない実態が浮き彫りとなっており

ます。 

  そこで、本町は、このこども家庭庁の調

査に、どのような回答されたのか、具体的

な話になりますけれども、伺いたいと思い

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  今回の調査のうち、市町村への調査とし

て質問があった項目につきまして、次のと

おり回答しております。 

  まず、質問の中で、「平日の朝の子ども

の居場所確保に向けた施策の有無」という

問いに対しては、「実施していない（未検

討）」というふうな形で答えております。 

  あと、平日の朝の子どもの居場所確保に

向けた施策を行うことができない理由とい

たしまして、「居場所運営に従事する人材

の確保が難しい」という形で回答をしてお

ります。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  実施していない、これは全国的なデータ

の話ですけれども、実施していない、未検

討、実施に向けて検討中の自治体に複数回

答で課題を尋ねますと、「居場所運営に従

事する人材の確保が難しい」が70.0％と最

多と。豊能町も一緒なんですけれども。

「居場所の確保・調整が難しい」が42.9％

と続いております。 

  一方で、「朝に自宅以外で子どもが過ご

せる場所があれば利用したい」と回答した

小学生１年生の保護者は、４割を超えてお

ります。特に都市部では、利用を求める声

が多いということでございました。 

  これは、一つの例なんですけれども、東

京都豊島区では、４月から全区立小学校で、

朝と放課後の見守りサービスを本格実施し

ておりますと。東京23区では、初めての取

組で、朝は学校の用務員さんが校内で子ど

もの見守り体制を取っております。 

  また、近隣では、豊中市では、昨年４月

から全市立小学校に民間警備会社の見守り

員を配置しまして、７時から体育館などで

受け入れております。 

  先ほどの部長からのお話で、昨年のアン

ケートによる平日の朝の子どもの居場所確

保策については、「実施しておりません」

という回答でしたけれども、それから約１

年少したっておりますけれども、現在でご

ざいますけれども、本町において、再度聞

きますけれども、朝の居場所確保策を実施

されているのかどうか伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  本町におきましては、現在のところ、朝

の居場所確保策につきましては、実施して

おりません。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  社会状況の変化は、当然あるんですけれ

ども、実質的には、先ほども言いましたけ

れども、利用したいという方が約４割とい

う実情でございますので、今後、朝の居場

所確保の検討を進めていく考えが教育委員

会としてあるのかどうか、この点について

伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 
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○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど議員おっしゃられたとおり、「朝

の小１の壁」は、保育所よりも小学校の登

校時間が遅いため、保護者の働き方に影響

が出たり、保護者の出勤後に子どもたちが

家や校門の前で待っていたりすることが課

題となっているものです。近隣では、先ほ

どおっしゃいましたとおり、豊中市が令和

６年４月から実施しております。本町の小

学校では、現在のところ、８時から８時15

分の間に開門をしており、子どもたちは、

その開門の時刻に合わせて登校するように

しております。始業前の子どもたちの居場

所づくりにつきましては、先ほど申し上げ

たような課題もあり、現在のところすぐに

行うことについては、困難であるというふ

うに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  財政面もございますので、なかなか難し

いということは理解しておりますけれども、

来年から、４月から東西で義務教育学校が

開校いたしますよね。このタイミングに合

わせて、やはり本町でももう少し前向きに

取っていただいて、この方策といいますか、

取り入れていってはどうかと考えますけれ

ども、その御見解を伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  来年４月から開校いたします東西で開校

する義務教育学校が開校する段階での導入

については、現在のところ難しいと考えて

います。ただ、今後も他市の動向につきま

しては、注視してまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  今年の町政運営方針、町長が書かれてる

んですけれども、基本指針の１番ですね、

「住民主役のまちをつくり出すひとづく

り」、この中の９ページにございまして、

まちの未来につながる教育の推進において、

このように書かれております。「保護者の

子育てと就労の両立を支援するとともに」、

次に云々と書いてあるんですけれども、ま

さしく保護者の子育てと、就労の両立を支

援しますと、それを検討をすると、検討を

行いますと書かれております。ですから、

このようなところを考えて、もう一歩踏み

込んでいただきたいなと考えておりますの

で、「朝の小１の壁」について、町政方針

から町長の御見解を伺いたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  議員おっしゃいますように、社会情勢も

変わってまいりまして、共働きの御家庭が

多くなっているように私も実感で感じてお

ります。加えまして、豊能町の場合は、大

阪市とか大都市を中心とする方々のベッド

タウンとして大きくなってきたということ

もあります。これからの転入策についても

考えていかなきゃならないというような状

況の立ち位置にあると思ってございます。 

  その上で、豊中市においては、午前７時

からの見守り事業を実施しているというこ

とは承知をしてございます。 

  本町におきましては、先ほど担当部長の

ほうから回答させていただきましたように、
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居場所の運営に従事する人材の確保、それ

から財政状況、これについても踏まえてい

かなければならないと思ってございますが、

先ほど申し上げましたように、豊能町のま

ちづくりからしますと、その辺りもしっか

りと取り組んでいかなければならないと考

えてございます。 

  今後も豊能町として、子育てのために、

どのような施策を実施していくのか、町全

体で取り組みながら考えていきたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  答弁は要りませんけれども、保育所から

小学校に上がるお子さんをお持ちの保護者

の方にも、アンケートとか何かを取り上げ

て取っていただきたいな。これは要望です

よ。どんな感じかなというのを知りたいの

で、要望ですけれども、アンケートを取っ

ていただきたいと思います。 

  それでは、次に、通告書３点目の東西の

義務教育学校の熱中症対策について、質問

いたします。 

  近年、夏場の気温が上昇傾向にありまし

て、35℃を超える猛暑日の日数が非常に多

くなっております。特に、今年は41℃を超

える想像を絶する気温の上昇が見られてお

ります。そして夏の期間はもとより、夏を

迎える前から熱中症への注意と対策をしっ

かりと行わなければならないという状況に

あります。 

  猛暑を災害と捉えまして、熱中症対策な

ど安全面からも屋外の暑さ対策が求められ

まして、近年、水の気化潜熱を利用するミ

スト冷却、ミストシャワーが夏季の暑さ対

策として、特に注目されております。特に、

屋外の不特定多数の人が集まるような施設、

この資料は、大阪・関西万博会場、そうい

うところで、また場合によっては、町なか

や駅前などでミストシャワー装置を目にす

ることもあると思います。メーカーの説明

資料によりますと、ミストシャワーは、水

の気化熱を利用しまして、空間の温度を下

げる蒸発冷却法という原理を使用しており

ます。空間でミストを発生させることによ

りまして、気化冷却の効果により、噴霧空

間の温度が低下することになります。 

  なお、ミストシャワーは、大別しまして、

二つの方式がございまして、一つは、一流

体ミストと呼ばれまして、ポンプなどで加

圧された水をノズルから噴霧する方法、そ

れはミストの粒径がやや大きく、人によっ

ては、水ぬれ感を感じることがあります。 

  もう一つは、二流体ミストと呼ばれまし

て、エアコンプレッサーで圧搾した空気を

使用する方法でございます。これは一流体

ミストに比べて、より微細なミストを噴霧

することが可能です。 

  この二流体ミストを活用する主なメリッ

トとしましては、近くでミストを浴びても

ぬれ感がない。風の影響を受けにくいこと

が挙げられます。私は、この二流体ミスト

を大変推奨しておりますけれども。 

  そこで、屋外の体育授業などで、少しで

も火照った体をクールダウンできる熱中症

対策としまして、東西の学園にミストシャ

ワーの設置を提案したいと思いますが、御

見解を伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  ミストシャワーは、細かく霧状に噴射さ

れた水が蒸発する際に、周囲の水、熱を奪

う気化熱の原理を利用して、冷却効果を発

揮します。この仕組みにより、直接ミスト
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に当たらなくても涼しさを感じることがで

き、周囲の温度が下がります。ミストシャ

ワーは、短時間で体感温度を下げる効果が

高く、強い日差しや気温が高い状況では、

特に効果を感じやすいため、スポーツ施設

や公園などでの野外で幅広く導入が進んで

います。 

  一方で、定期清掃やノズルの目詰まりに

対する管理が必要となるという部分もあり

ます。 

  熱中症対策といたしましては、現在、整

備している西の義務教育学校におきまして

も、学校の全教室と体育館にエアコンを設

置する予定です。 

  屋外での体育の授業時には、児童生徒の

様子を観察しながら、必要なときには、児

童生徒をエアコンの使用している教室や体

育館に移動するなど体調管理をしながら安

全を確保していきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  北摂７市３町の話になりますけど、箕面

市では、令和３年４月１日から熱中症対策

として、運動場内で日陰となる場所にミス

トシャワーを設置しています。また、島本

町におきましても、小学校にミストシャワ

ーを設置するなどして、熱中症事故の防止

に努めておられます。 

  本町は、来年４月より、現在の２中４小

からとよの東学園、とよの西学園の２校が

開校いたします。このタイミングを踏まえ

まして、私はこのミストシャワーの設置は

必要かなと考えるんですけれども、上浦町

長の御見解を伺いたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  児童生徒の熱中症対策については、私も

課題であると認識をしてございます。その

中で、対策の中の一つとして、ミストシャ

ワーという設置も一つは考えられるかと存

じますが、それも含めまして、教育委員会

と協議の上、児童生徒の熱中症対策につい

て、十分しっかりと取り組んでいきたいと

考えてございますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  それでは、続きまして、通告書４点目の

文化と知識の発信拠点である「街の本屋さ

ん」の存続について、質問いたします。 

  私たちが本と出会う機会は３通りござい

まして、図書館、ネット書店、そしてまち

の本屋さんでございます。それぞれの持ち

味がありまして、その中でも、まちの書店

が危機的状況を迎えまして、全国各地で現

在減少しております。 

  地域の書店を存続させるために、我々公

明党も推進しまして、現在、経済産業省が

支援策を検討しております。これは、2025

年４月17日現在でございますけれども。 

  書店は、長年、本との出会いの場として、

子どもからお年寄りまで多くの人に愛され

てきました。駅前や商店街などにある本屋

は、地域の文化の担い手として、重要な価

値があると考えております。 

  一方で、店舗数なんですけれども、2003

年には２万880店舗あったものが、2023年に

は１万918店舗と、この20年間で店舗数が半

減しております。 



 2－30 

  また、全国で書店が１店舗もない市町村

は27.7％となっております。 

  本が減少する背景といたしましては、来

客数の減少とか、後継者不足、書籍流通網

の維持が困難、またネット書店との競合が

挙げられます。 

  このような状況を踏まえまして、国にお

きましては、書店存続への議論がスタート

いたしました。昨年３月には、経済産業省

は書店振興を進めるプロジェクトチームを

設置しまして、関係者へのヒアリングを実

施しております。また、10月には書店が抱

える経営課題を取りまとめ、現在、関係省

庁と連携して支援策を検討中とのことです。 

  我が公明党の取組といたしましては、長

年、活字文化の振興を推進してきた立場か

ら、昨年５月には、書店の関係団体から厳

しい経営状況などを聞きまして、６月には、

当経産部会が当時の齋藤経産相と面会しま

して、書店振興に必要な施策の実施を強く

要望いたしました。 

  そして、４月14日の参議院決算委員会で

は、公明党の窪田参院議員が書店振興策と

いたしまして、書店経営者向けの補助金の

活用促進や、書店と図書館の連携・共存を

主張、武藤経産相は、課題解決に向けた書

店活性化プランを早期に策定し、読書環境

の熟成につなげる考えを示しております。 

  そこで、本町におきまして、書店と図書

館の連携はどのようになっているのか、こ

の点について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  本町の図書館におきましては、まず継続

購入している雑誌につきましては、町内の

書店から購入をしています。 

  また、書籍の一部についても全てではな

いんですけど、一部につきましては、町内

の書店から購入をしているところです。 

  連携という形になりますと、書店のほう

には、図書館で開催するイベントなどのポ

スターを掲示していただいたりという形で

御協力をお願いをしているところでござい

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  次に、本町におきまして、保育所・認定

こども園・幼稚園・小中学校の教材購入時

における書店との連携は、どのようになっ

ているのか、この点について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  まず、教育委員会が一括で購入いたしま

す小中学校の教科書につきましては、全て

町内の書店から購入をしています。 

  また、小中学校・幼稚園・保育所及び認

定こども園・留守家庭児童育成室が購入す

る教材の図書につきましても、一定数を購

入し、町内の書店が維持できるように努め

ているところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  町内唯一の書店が維持できるように努め

ているという、力強い答弁をありがとうご

ざいました。 

  我々も、これからも町の本屋さんを守る

ために、国・府としっかりと連携を取りな

がら、全力で支援に取り組んでまいりたい

と考えておりますのでよろしくお願いいた

します。 
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  それでは、次に、通告書５点目の前立腺

がんの早期発見に役立つＰＳＡ検査費用の

助成について、質問いたします。 

  令和５年６月の初質問より、今議会で５

回目でございます。粘り強く質問しており

ます。私の継続は力なりという私のあれな

んですけれども、５回目でございます。 

  2023年、これは国立がん研究センターの

がん統計予測でございますけれども、前立

腺がんの罹患数が大腸がんを抜いてトップ

になっております。 

  御存じのように、早期発見には、このＰ

ＳＡ検査が有用でございまして、早期診

断・早期治療へとつなげるためにもＰＳＡ

検査費用を助成してはどうかと訴えてまい

りました。特定健康診査の中でもオプショ

ンで、ＰＳＡ検査がございまして、これは

今、実費でやっておりますけれども、それ

を何とか助成できないのかというお話をさ

せていただいております。 

  過去４回、上浦町長から様々な答弁をい

ただいておりまして、ここで御紹介させて

いただきます。 

  １回目の令和５年６月定例会議の答弁で

ございます。「今後の検討課題で、前に進

めていきたいと考えています」という答弁

をいただいております。 

  ２回目は、令和５年12月定例会議で、

「北摂７市３町のうち、７市１町が実施し

ているような状況でございますので、それ

も鑑みまして考えさせていただきます」と

いう答弁でございました。 

  ３回目ですが、令和６年９月定例会議で

は、「財政面のこともございますが、前向

きに検討させていただきます」という答弁

でございました。 

  ４回目が令和７年３月定例会議では、

「今後も内部にて十分調査・協議をさせて

いただいて、結論を出していきたいと考え

ています」という答弁でございました。 

  町長、ありがとうございました。 

  いよいよこれから５回目でございます。 

  前立腺がんの早期発見に役立つこのＰＳ

Ａ検査費用の助成について、再度になりま

すけれども御見解を伺います。よろしくお

願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  前立腺がんは、早期に発見して、適切な

治療を行うことで、治癒が望める生存率の

比較的高い部類のがんでございます。早期

発見には、先ほど御案内もございましたよ

うに、ＰＳＡ検査が非常に有用であるとい

う認識でございます。 

  本町におきましては、その必要性も認識

する一方、財政面での課題もございまして、

これまで実施には至っておりませんが、近

隣市町の実施状況も参考にしながら、対象

者や自己負担額、受診できる頻度をどうす

るかも検討に含め、前向きに進めてまいり

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  「前向きに進めてまいります」という答

弁をいただきましたけれども、財政面もな

かなか当然かかってきますし、なかなか判

断が難しいかなと思うんですけれども、再

度になりますけれども、５回目の答弁とな

ります。上浦町長の御見解をお伺いいたし

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 
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  お答えさせていただきます。 

  何度か御質問いただいておりまして、私

のほうからも前に進めていきたいというよ

うな考え方で回答させていただいてござい

ます。それも踏まえまして、令和８年度に

向けて総合的に判断をしていきたいと考え

てございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  力強い答弁をいただきました。令和８年

度に向けて総合的に判断していくというこ

とでございます。 

  これには、かなり財政のほうもかかって

きますので、いろんな方法を考えていただ

いて、対象者を誰にするとか、例えば、各

年に年齢制限をしてやるとか、いろんな方

法があると思うんですけれども、豊能町に

とって、やっぱり財政面でもあまりかから

ないような形の私は身の丈に合ったそうい

う施策が大事かなと思っておりますので、

まずは一歩前進ということでお願いしたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。ありがとうございます。 

  それでは、最後になりますけれども、通

告書６点目の認知症の予防にもなる英会話

講座の開催について、質問いたします。 

  この６点目の通告書を書くときに、認知

症のことがすごく頭にありまして、やはり

特に豊能町につきましては、高齢化率が

50％を超えておりますので、ますますこれ

からも高くなっていくこと、特にこの認知

症の予防について、本会議で最後の質問に

なりますけれども、福祉の永谷で終わりた

いと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

  今日の我が国が推進する認知症の予防へ

の取組における予防の意味は、特に認知症

にならないということではなく、認知症に

なるのを遅らせる、認知症になっても進行

を緩やかにするとしております。残念なが

ら、現在の医学では、御存じのように認知

症を完全に予防することはできません。 

  しかし、認知症についての研究が進むに

つれまして、認知症になりにくい生活習慣

とか、食生活などが明らかになってきてお

ります。 

  そして、ＷＨＯ（世界保健機関）が発表

してます認知症予防ガイドラインを基に、

認知症予防には、効果的な五つの取組がご

ざいます。 

  一つ目は、外出の機会を増やす。２点目

は、人との関わりを持つ。３点目は、生活

習慣病予防、持病を治療する。４点目は、

聴力低下の確認と対策。５点目が栄養バラ

ンスのよい食事でございます。 

  本日は、２点目の人との関わりを持つに

絞って、質問をさせていただきます。 

  認知症予防には、人との交流が大切でご

ざいます。特に、会話をすることは重要で

ございまして、会話は脳と口を動かすすば

らしいトレーニングでございます。近所の

人との挨拶や、スーパーの店員さんとの簡

単なやり取りも立派な会話でございます。

社会との接点を持ちまして、積極的にコミ

ュニケーションを取ることで、思考力が鍛

えられまして、脳が活発に活動します。 

  そこで、人との関わりを持つということ

に関しまして、本町において、どのような

取組をされているのか、この点について伺

います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 
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  認知症は、加齢によることが最大の発症

リスクでありまして、高齢者人口が上がる

ほど認知症の方の数が増加するとされてい

ます。 

  本町におきましては、既に高齢化率が

50％を超え、発症リスクの高まる後期高齢

者数も増加することから、介護予防や認知

症予防をいかに効果的に実施するかが課題

となってございます。 

  本町におきましては、５歳若返り教室と

いたしまして、５か月を１クール、１回の

クールが約20回ほどでございますが、この

中で、運動、座学、知的活動の三つを組み

合わせた介護予防事業を実施してございま

す。15名を定員としておりますが、御参加

されます皆様の中で見知らぬ方々が自然と

コミュニケーションを取られ、社会参加や

人との関わりを持つことも事業効果として

実践できているのではないかと思ってござ

います。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございました。様々な施策を

やってらっしゃることを確認させていただ

きました。 

  私からは、これから紹介します取組につ

きましては、東京都文京区で、今年度から

開催しております高齢者向けの英会話講座

「今からはじめる！シニアイングリッシュ」

でございます。 

  これは、公明党の区議会議員が2023年10

月の区議会におきまして、シニア向け英語

講座を実施している自治体の事例を紹介し

て、高齢者の健康維持・介護予防の観点か

ら、英語を学ぶことによって、認知症の予

防になると強調され、講座の開催を提案、

実現したものでございます。 

  今年の７月30日の公明新聞に載っておっ

たものでございますけれども、その内容に

つきましては、65歳以上の区民が対象で、

講座の参加枠は二つ。できるだけ参加者の

状態に合わせて丁寧に進める観点から定員

は各８人ずつと少人数にしております。挨

拶や自己紹介、気持ちの表現など、日常生

活で役立つ英語を学びながら、自己を表現

できるようになることに重点を置きまして、

今回のテーマを設定しております。子ども

向けの英語の曲を歌いながら、手や足を動

かす準備体操を楽しむ時間を設けておりま

す。日頃使わない英語で、外国人講師とコ

ミュニケーションを取りながら、楽しく学

ぶことで、脳の活性化を図って、認知機能

の衰えを防ぐのが狙いとしております。 

  そこで、今後も高齢化率が高くなる本町

におきましても、この文京区の事例を参考

にしまして取り組んではどうかと考えます

が、御見解を伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  御案内のございましたシニア向け英会話

講座は、自ら外出して他者とコミュニケー

ションを取ることで、運動不足を解消し、

社会参加を実現していること、また、英語

を学ぶという知的活動を行うことで、脳を

活性化させるという効果も期待できるとい

うように考えてございます。 

  また、実施されておられます文京区にお

きましては、介護予防に関する事業が数多

く展開されており、その一つとして、シニ

ア向け英会話教室が実施しておられるよう

ですけれども、文京区における近年の外国

人住民の増加など日常生活にも関わる内容

となっており、効果的な展開がなされてい

ると思います。 
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  本町におきましても、御案内のあった事

業も参考にしながら、住民のニーズをしっ

かりと把握し、どのような事業が効果的で

参加しやすいか、また展開できるかを十分

考えながら、今後も展開してまいりたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございました。 

  今回の９月会議で６点にわたって質問さ

せていただきました。様々な答弁をいただ

きましたけれども、これからも町政のため

にしっかりと前に進んでいただきたいと思

います。この点も踏まえまして、最後、こ

れをもちまして永谷幸弘の一般質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、永谷幸弘議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は、13時ちょうどでお願いします。 

（午後０時12分 休憩） 

（午後１時00分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、中川敦司議員を指名いたします。 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  ただいま議長のほうから御指名をいただ

きました中川でございます。 

  この９月の定例会議の一般質問におきま

しては、教育関連、その他、また道の駅、

そのような内容についての質問を取り上げ

ておりますので、どうかよろしくお願いを

申し上げるものでございます。 

  では、通告書の１番目の教育関連、これ

についての質問になります。 

  令和２年の10月会議の補正予算で、小中

一貫校施設整備費用が可決しております。

私は、東地区から西地区への通学に道を開

くことを条件に賛成をさせていただいた、

そのような経緯がございます。その後の令

和２年の12月の一般質問では、学校選択制

について質問させていただき、義務教育学

校がスタートするまでに、小中学校の通学

区域審議会にて審議していくとの答弁を当

時いただいたところでございました。 

  そして、前回６月の定例会議におきまし

て、その後の状況をお伺いをさせていただ

いたところでございますけれども、そのと

きの答弁でいきますと、審議会の答申、こ

れにつきましては、東学園は東地域全域、

そして西学園は西地域全域ということで、

その後、学校説明会、そういったところで

内容をお伝えし、その御意見も踏まえて、

最終的には、教育委員会会議で決定してい

くという、そのような御答弁だったと、こ

のように記憶しております。 

  そうしまして、その後、この義務教育学

校の保護者の方への説明会、こういったも

のが、それぞれ西や東で開催をされておっ

たと思いますが、この保護者の方から、ど

のような御意見が出ていたのか、まずお伺

いしたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  今回、東西両地区で、義務教育学校開校

に向けた学校説明会を開催いたしました。

東地区では７月26日土曜日には12名、29日

火曜日には９名、全部で21名の御参加でし

た。 

  令和４年度から小中一貫校として一部ス

タートしておりますので、保護者の方はあ
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る程度イメージが持てており、御参加があ

まり多くなかったのではないかと思ってお

ります。 

  西地区につきましては、８月１日金曜日

が54人、２日土曜日が78人、合計132人の御

参加がありました。 

  東地区の御質問の中では、保幼小中一貫

教育の具体的な取組、特に４・３・２制の

導入についての御質問であるとか、学校給

食はどうなるのかという御質問、部活動を

西学園と一緒にできないのかという御質問

がありました。 

  西地区におきましては、５・６年生の50

分授業は、子どもたちへの負担が大きいの

ではないか。義務教育学校のデメリットに

ついての対応、また急に学級の人数が増え

ることに対する不安や、スクールバスの利

用についての御質問などがありました。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  御答弁ありがとうございます。 

  ということは、この御意見、参加された

保護者の方からの御意見の中には、東から

西へ通いたいとか、また逆に、西のほうか

ら東へ通いたいという、そういう御意見は

なかったというふうに認識をさせていただ

きました。 

  しかしながら、東地域の方では21名参加

ということで、全体のどれぐらいの人数の

割合になるのか分かりませんけれども、当

然ながら、参加されていない方、そういっ

た方からも意見というか、何かそういうも

のはいただくようなことは行ったんでしょ

うか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど申し上げました説明会の中では、

特に御意見はありませんでしたが、義務教

育学校の通学区域を決める際の通学区域審

議会、その中におきましては、保護者の委

員の方からは学校選択制についての御意見、

これを導入してはどうかという御意見があ

りました。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  今、仙波部長のほうからの御答弁で、い

わゆる東から西へとかいう、そういう学校

選択制的な、そういうふうな意見が出た事

実がありましたというふうな話がありまし

た。それは、保護者説明会に参加された方

かどうかまではちょっと分からないという

ことでよろしいのでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほどの審議会で御意見をいただいた方

については、保護者説明会に参加されたか、

されていないかについては把握しておりま

せん。 

  なお、説明会に御参加されていない方に

ついて御意見をお伺いしたということにつ

いては、今のところございません。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  ということは、参加されていたかどうか

は別にして、取りあえず東から西へとか、

そのような通いたいという、そういうふう

なことも可能にならないかみたいな、その

ような御意見があったというのは大事な部

分かなと思います。 

  そう考えてみると、当日この説明会に参

加された方の中からは、21名かな、東の方
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ね。その中からは、東から西へというその

ような御意見はなかったけれども、もしか

して参加されてない21名以外の方からは、

そういう御意見が出る可能性が当然あるん

かなと、私はそのように思ったりもしたわ

けでございますけれども、そういった意味

で、いわゆる東から西へ通う、また、ある

いはその逆に、西から東へ通うという、そ

ういうふうなことができるような、いわゆ

るこの義務教育学校の通学区域ですね、こ

れについては、今後どんなふうになってい

くというか、どのような状況なのか、お伺

いしたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  義務教育学校の通学区域をどうするかに

つきましては、先ほど申し上げましたとお

り、通学区域審議会等においてもそういっ

た御意見があったことを受けて、７月の教

育委員会議の中で議論をさせていただきま

した。その会議の中では、東西間を徒歩で

通学することは基本的に難しいこと、部活

動については、今後、学校単位ではなく、

地域展開を基本として考える必要があるこ

とも含め、７月の教育委員会議の中では提

言どおり、町の東地区はとよの東学園、西

地区はとよの西学園とするのがよいのでは

ないかという御意見が多数でございました。 

  しかし、この教育委員会議の議論の中で

は、先ほど議員がおっしゃられました令和

２年の豊能町議会10月会議におきまして、

現在の２小２中を前提とした小中一貫校施

設の基本設計・実施設計に係る補正予算、

これが可決された経緯につきましては、十

分な説明はしておりませんでした。 

  今後、義務教育学校の通学区域の中では、

教育委員会議の中で議論をいたしますが、

この２小２中の方向性を決定づける補正予

算につきまして賛成いただいた議員の中に

は、先ほどおっしゃられましたとおり、東

地区の方がクラス替えのできる西地区、西

地域への小中一貫校へ子どもを通わせたい

との保護者の御意見に対するアクションに

は、積極性を感じないものの、小中一貫教

育の振興のこれ以上の遅れは、子どもたち

にとっても避けなくてはならないという思

いから、西地区への通学に道を開く積極的

な議論をすることを条件に、条件付賛成と

する。あるいは、２小２中に附随する施策

として、一つに、今年度中、これは当時の

令和２年度中になりますが、今年度中に子

どもを持つ家庭への大胆な増加策を示すこ

と、あと一つは、豊能町全体を一つの校区

として、それぞれの家庭の考え方として、

東西どちらの学校でも行けるような選択が

できる施策をしていただくということを条

件として賛成するとの賛成討論がございま

した。 

  この２名の賛成票がなければ、予算が成

立しなかった状況であること、この点につ

いては、教育委員の皆様には説明した上で

議論をしてまいりたいと考えています。 

  なお、教育委員会議の議論の結果、通学

区域の結果にかかわらず、東地区の学校、

西地区の学校を今後どうしていくかにつき

ましては、今後も議論をしていく必要があ

ると考えています。 

  小規模学校における教育は、一人一人に

細かな対応ができるというメリットもござ

いますが、子どもの人間関係が固定してし

まい、場合によってはそれがデメリットと

なる可能性もございます。こういった点を

再度確認し、今後、学校の在り方について

は、教育委員会議であるとか、学校運営協

議会の中で継続して検討していく必要があ

るというふうに考えております。 
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○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  今、仙波部長のほうから御答弁があった、

令和２年10月会議のいわゆる討論の内容を

今、お二人の議員の討論の内容を紹介して

いただきましたけれども、その初めの１名

は私、中川でございます。後半のもうお一

方は、お亡くなりになった川上元議員さん

なんですね。その我々二人の条件付賛成と

いいますか、それがなければ、当時のこの

小中一貫校の設備費用、これは可決しなか

った、これは事実であります。そういった

意味で、そのような大きな大きな一部分、

その一部分をしっかりと分かった上で、こ

の通学区域を決めていく必要があるんかな

と私は思っているんですけれども、そうい

ったところの部分が欠けておったという、

審議会においての。その辺りは、何でその

ようなことになったのか、分かる範囲で御

説明いただけますでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  そのような議会の御意見といいますか、

議会の賛成に当たってのそのような御意思、

これにつきまして、今まで教育委員会議の

中で十分な議論ができていず、なおかつ、

通学区域審議会の中でもそういった保護者

の方の御意見があるというところにつきま

しては、丁寧に御説明をさせていただいた

つもりなんですけれども、議会の中でそう

いった御意見があるというところについて

は直接触れることができておりませんでし

た。そこについては、真摯に反省をした上

で、今後、議論していただく教育委員会議

の中では、引き続き丁寧に説明をさせてい

ただいた後に、もう一度議論をしていただ

ければというふうに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  理由を聞いてますけど。なぜ、そういう

のを議題に上げなかったのか、上がらなか

ったのか、忘れていたのか、どういう理由

かを聞いています。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  理由につきましては、さっき御意見とし

ていただいた２名の議員の方々の御意見、

これについては、通学区域を自由にすると

いうところが趣旨というふうに考えており

ましたので、その趣旨のほうを説明すれば、

教育委員会議の中で、そういう議論になる

というふうに考えて、通学区域の自由化と

いうところについて御説明を差し上げまし

た。議員の方からこういった議会の中で、

こういう状況であったということについて

御説明できなかったことにつきましては、

私どものほうがそういう形で説明をできな

かったというところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育長。 

○教育長（板倉 忠君） 

  まず、今部長が申し上げましたように、

令和２年10月の経緯について御説明できな

かったというのは、本当におわびするとこ

ろでございます。 

  ただ、通学区域審議会を開催するに当た

り、座長のほうにお願いしましたのは、通

学区域の選択制であるとか、自由化という

御意見はあるので、それについては座長の

ほうから触れていただきたいというお願い

は、事前にしておりました。第１回目の折

に、その意見があるということを会議の中

では申し上げていただいたんですけれども、

終わりました後、私聞かせていただくと、

それについての意見は出ませんでしたとい
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うことで報告いただきまして、第２回目を

迎えたときに、先ほど部長が申し上げたよ

うに、保護者委員の方のほうから、選択制

とか自由化ということが保護者の中では声

が聞こえましたという報告を受けたという

状況です。 

  ですから、全然意識がなかったというわ

けではないんですけれども、令和２年の10

月の議員のお二人の討論の中での御発言を

詳しく伝えられたかということになります

と、それはできておりませんでしたので、

誠に申し訳ございません。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  いわゆるその協議の場で、私なり、お亡

くなりになった川上議員の思いといいます

か、そういったものをしっかりと伝えてい

ただく、今回伝わっていなかったんやけど

ね。そういうふうな部分がきちっと伝わっ

ておったならば、もう少し変わった形で議

論も深まっていく。そういったふうにも私

も思ったんですけれども、その議論をこれ

からも何か先ほどの答弁でいくと、続けて

やっていきたいということですけれども。

ということは、いわゆる通学区域の最終的

な決定というのは、その議論が全てやり尽

くされてから結論が出ると、そのように考

えておったらよろしいでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど申し上げたと同じような答弁にな

りますが、先ほどの２名の議員の方々のそ

ういった御意見、それも踏まえた上で、教

育委員会議の中で議論をしていただき、議

論をした上で、最終的に教育委員会議の中

で決定するというふうに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  いつ頃というのは、まだ未定ですね。今

聞かれてますけど。 

  板倉教育長。 

○教育長（板倉 忠君） 

  来年度の４月に開校ということで、以前

の一般質問の中で、別の議員の方に御回答

させていただいているんですけれども、や

はりもうこの時期、夏までに決定をして、

保護者の方に周知をしていかなければなら

ないというふうに教育委員会としては、思

っております。ただ、今回、反省すべき点、

きちっと説明できなかったということがあ

りますので、次回、９月17日に教育委員会

議を開催予定なんですけれども、その折に、

今回、議員の皆様からいただいた御意見、

令和２年の10月の状況等を再度御説明させ

ていただきまして、その上で通学区域審議

会の答申も併せて最終的には、９月17日で

決定してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

  ただ、その中では、教育委員さんの御決

定でございますので、その中で審議が尽く

されないとか、そういうことになって御意

見があるようでしたら、それについては教

育委員会としての次期決定になるんですけ

ども、今、私、事務局のほうとしましては、

９月17日には決定してまいりたいなという

ふうに思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  しっかりと議論をして決めていっていた

だきたいと。できる限り、双方向に通える

ような形にしてもらいたいと私は思ってま

す。 

  もう一つ付け加えさせていただきますと、

豊能町の地域は、御存じのとおり、東西に

それぞれに義務教育学校ができると。その
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東西それぞれの特色が全然違いますんで、

こちらの東地域は、やはり少人数の学級と

いいますか、そういうふうな学校である。

西地域、吉川中学校に来年新しくできます

けれども、こちらにつきましては、大規模

とは言いませんが、中規模校ですよね、そ

ういった全然特色の違う二つの学校が東西

にできるわけでございまして、そういった

意味で、私は令和２年の10月会議のその後

の12月の定例会議で、八王子市が行ってい

る学校選択制の話を一般質問で取り上げさ

せていただいた経緯もございます。八王子

市というのは、横長かな、東西に長細いそ

ういう地域ですけれども、八王子の駅前と

かは、非常に住宅が、いわゆる栄えている。

それに対して、東の地域は山間地域という

ことで、そういった意味で向こうも同然な

がら豊能町と同様に大規模校と、そして小

規模校みたいなのが存在するので、そうい

ったものをこちらからこちら、またこちら

からこちらみたいな、そういうふうな、い

わゆる通学の学校の選択をできる。そうい

う制度を導入している地域でありまして、

だからまさに豊能町と同じやなと思ってね、

それで私は一般質問で提案をさせていただ

いたわけでございますけれども、もし、豊

能町として東地域、西地域が相互に行き来

できるような、こういうふうな、いわゆる

通学制度がもしもこれできるならば、これ、

非常に私は世間にとってものすごいアピー

ル材料になるんちゃうかなと。豊能町、そ

んなすごいことやっているんやみたいなね、

そういうふうなことにも私はつながると思

うので、ぜひとも教育委員会の場でもそう

いう話をしてもらったらいいと思いますよ。

中川議員がこんなこと言ってましたよと言

ってね、どうぞ、そういうことも言った上

でしっかりと議論を深めていただいて、東

から西へ、西から東へと通える、そういう

制度をつくっていただきたい、そのことを

お願い申し上げまして、この件については

終わらせていただきます。 

  そうしましたら、その次の項目に移らせ

ていただきます。 

  私、議員になって８年になるんですけれ

ども、私は、東ときわ台小学校という学校

がございまして、そこの子どもたちの見守

りを毎朝、毎朝というか、休みの日はやり

ませんけれども、平日、学校のある日は、

交差点かな、東ときわ台８丁目、９丁目の

あそこの交差点の辺りで立たせていただい

て、見守りをさせていただく。子どもたち

が集まってきたら、そこから小学校までし

っかりと付き添って学校まで届けていくと

いうか、そういうふうな活動を毎日のよう

にやらせていただいておるんですけどね。 

  ところが来年の４月になりましたら、い

わゆる学校が、小学校が全部三つ向こう廃

止になって、吉川中学校で義務教育学校が

始まるということで、当然ながら子どもた

ちの通うルートも当然変わりますけれども。

そうなってくると、この子どもの見守り、

ボランティアで、私もそうですけど、やら

せていただいてる方は結構いらっしゃると

思いますけれども、こういうふうな子ども

の見守りというのは、今後どんなふうにな

っていくというふうに考えておいたらいい

んでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  西地区の義務教育学校での子どもたちの

登下校につきましては、現在、各小中学校

の保護者代表と地域の方で構成される学校

運営協議会の中の通学路等安全対策部会、

こちらで検討していただいております。 

  その中で、登校班の実施や通学路の検討、
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そして登下校時の子どもの見守りについて

も協議をさせていただいております。 

  登下校の見守りにつきましては、これま

で定点に立ち見守る。もう一つは、登校班

に付き添って見守る。保護者が交代で見守

るなど、現在のところ各学校における取組

状況は様々なところでございます。それら

を踏まえながら、保護者、若しくは地域の

方がどういった形で、今後、子どもたちが

安心・安全に登校できるのか、この方策に

ついては、現在検討しているところでござ

います。 

  また、地域であるとか、保護者の方々に

ついては、その検討結果については、早急

にお知らせしてまいりたいというふうに思

っております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  今御答弁にもありましたけれども、定点

に立つという見守りの仕方、それから、私

らみたいに学校まで付き添っていくという、

大きく分けてそういう２種類のやり方があ

るんかなと思うんですけれども。例えば、

私は今、東ときわ台なんで、来年４月の義

務教育学校が始まると、学校までの距離は

さほどでもないので、今いてるところから

付き添っていって学校まで連れていってあ

げるというようなことは、物理的にそんな

無理ではないな、可能かなと思ったりもし

てましてね。ただし、新光風台とか、シー

トスとか、ああいう辺りの地域の見守りの

方だったら、多分学校までついていくとな

ったら相当な結構な距離になるんかなと思

ったりもするので、そういう場合には、や

はり定点に立っていただく、そういうのが

私は好ましいのかなと思ったりもしまして、

光風台ぐらいだったら学校までついていっ

てあげることも可能かなと思いますけど、

その辺り地域的な部分もしっかりと考えた

上で、この地域はこんなふうなやり方、こ

の地域はこんなやり方、そういうのをやっ

ぱり考えていかないかんのじゃないかなと。

どことも学校まで連れていくんやみたいな

ことになると、大変な地域も出てくるかと

思いますけれども、その辺りもしっかりと

考慮を、地域柄というか、そういったもの

もしっかりと考慮をしてあげれるのかどう

か、その辺りちょっとお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  今も地域の方々におかれましては、登下

校の見守りについて大変御協力をいただい

ております。 

  先ほど議員おっしゃられましたように、

通学の経路が完全に変わってしまうところ

とかもありますので、そこにつきましては、

今現在、新しい通学路がもうほぼ決定する

ような状況になっておりますので、今後は

その通学路をお示しした上で、地域の方々

が御無理のない範囲で、どこまでできるの

かということにつきましては、今後地域の

方々にもそういった情報を提供した上で、

また皆様に御協力をお願いできればという

ふうに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  もう少しお伺いしますけれども、小学校

の見守りについては、それぞれの小学校で

ボランティアの方が活躍いただいているか

と思いますけれども、我々、東ときわ台小

学校だけ何かこんなグリーンのベストがあ

って、何とか協議会かな、何かそういう名

前が入ったものをいただいてまして、よく

よく聞いてみると組織化されているという、
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そういうことを聞かせていただいて、そう

いうのが東ときわ台小学校だけということ

らしいんですけれども、そういうふうに考

えていくと、今後のこの義務教育学校にな

ったときには、そういう見守り体制、いろ

んな地域の方が協力し合ってやらなあかん

から、そういった意味では組織的なそうい

う運営というか、そんなことも場合によっ

ては必要になるのかなと思いますけど、そ

の辺りはどんなふうに考えておられるんで

しょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  議員おっしゃられましたように、特に西

地区のほうでは、先ほど東ときわ台の事例

を出されたように、組織として、そういう

形で地域で見守っていただいている地域も

あれば、各個人のボランティアという形で

見守りをしていただいている地域もござい

ます。 

  その地域の特性もあるんですけれども、

今後それを全体的に組織化していくのか、

その辺については、また今後、学校運営協

議会の中で、地域学校協働本部というとこ

ろも立ち上げますので、その中で引き続き

議論をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  来年４月から始まる新しい学校の見守り

体制、しっかり御検討をよろしくお願いい

たします。 

  そうしましたら、次の質問に移ります。 

  次は、通学区域が変わるというふうなこ

とも前提になるんですけれども、今現在、

いろんな辻々に飛び出し坊やの看板が結構

設置されてありまして、しかしながら、か

なり傷んできてる。もうポールの上に本来

ついとかなあかんのがずれ下がってるとか、

そんなような結構傷んでるような状態のも

のをたくさん見かけるんですけれども、飛

び出し坊やそのものの管理は、いったいど

こが管理というふうに考えておったらいい

んでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  まず、東地区につきましては、以前ＰＴ

Ａで設置していたというふうにお聞きして

おります。これにつきましては、ＰＴＡの

ほうで、令和４年度に傷んでいるという部

分も多かったので、撤去をされましたとい

うふうにお聞きしております。 

  西地区の飛び出し坊やにつきましては、

それぞれの地域においていろいろ設置とか

管理をしているところが違うというふうに

お聞きしております。自治会で管理してい

るところもあれば、現在、地域の方々の自

分のところの前に置いてある飛び出し坊や

については、例えば台風のときにはちょっ

と倒しておこうかとか、そういうふうな形

で個人のボランティアの方に御協力をいた

だいて管理をしていただいているというふ

うにお伺いしておるところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  そうしましたら、傷んでいる、傷んでな

いは別にして、取りあえず、飛び出し坊や

の位置そのものも、そうしたら通学区域が

変わると設置の場所を変えるということも

当然ながらそれを考えていくことになるん

でしょうか。 

○議長（永並 啓君） 
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  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど申し上げました通学路等安全対策

部会におきましては、通学路が変わること

によりまして、今度また新たにどこら辺に

危険なところがあるのかというところにつ

いてもピックアップをしております。その

ようなところについて、例えば、見守りが

どういう形でできるのかというところも考

えております。そういう形で、今現在は、

その危険箇所については検討しております

ので、もし飛び出し坊やを置くということ

になれば、設置場所が変わる可能性はある

のではないかというふうに思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  通学路が変わるので、いわゆる場所を変

えることも当然ながらあるだろうというこ

とで、ありがとうございます。 

  最後に提案ですけれども、もう大分ぼろ

ぼろにもなってるし、学校の通学路も変わ

るし、どっちみち場所を移動するとか、も

うそんなんするんやったら、一層のこと、

もう新しいものを何か設置するようなこと

はできないものかなと思ったりもしており

ます。ちょっとお金がかかる話なので、非

常に申し上げにくいことではあるんですけ

れども、学校も新しく心機一転するんやし、

こういう飛び出し坊やも管理者、それぞれ

管理しているのが地域だったりしておると

いう話ですけれども、何とかそういうのを

一新して新しいものを設置してあげたらど

うかと思いますけれども、その辺りいかが

でしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  議員おっしゃられるとおり、令和８年４

月から新しい学校が整備されるというとこ

ろで、通学路等々についても変わるという

ことについては、十分認識をしております。

子どもたちの安心・安全、通学路に係る安

心・安全対策をしなければならないという

ところも十分認識をしておりますが、設置

場所の検討については必要かもしれません

けれども、管理上であるとか、財政的な面

も含めて現在のところ、町において新設す

るというのは非常に難しいのかなというふ

うに考えているところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  ありがとうございます。取りあえず本当

に子どもたちに、安全に安心して学校へ通

えるように、そのような取組をしっかりと

やっていただきたい。ちょっと新しいのは

難しいかも分かりませんけれども、引き続

きちょっと御検討いただければと思いまし

てよろしくお願いいたします。 

  そうしましたら、次の項目に移らせてい

ただきます。 

  次に、通告書のナンバー２であります道

の駅についての項目に移ります。 

  本年３月の一般会計の補正予算におきま

して、道の駅に関する事前調査事業が繰越

明許費の補正として計上しておりましたけ

れども、この事業の状況をお伺いしたいと

思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  道の駅に関する事前調査事業でございま

すが、令和７年３月定例会議の補正予算で
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事業費をお認めいただき、事業費について

は、令和７年度へ全額繰越を行っておりま

す。現在の進捗状況でございますが、令和

７年４月に、豊能町賑わい創出施設整備に

係るＰＦＩ導入可能性調査業務の公募を行

い、６月にプレゼンテーションを実施いた

しました。その後、選定を終えて事業者と

契約をしてございます。６月下旬に契約を

したところでございます。 

  事業者とは７月に事業計画、工程につい

て打合せを行っており８月には、調査計画、

基本方針の打合せも行ってございます。 

  今後は、12月頃にサウンディング調査を

行う予定をしておりますので、サウンディ

ング調査に向けて調査内容や、書類の作成

や公募、サウンディング企業への説明会の

実施を行っていく計画としております。 

  サウンディング調査後は、関心のある民

間事業者や事業手法、事業費などの整理を

行い、リスク分担などの導入可能性の評価

を基に事業手法の評価、選定を行っていく

予定をしております。報告書が作成できま

したら議会への報告を行う予定としており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  今、スケジュール的な部分のお話をして

いただきましたけれども、一番お尻の部分

がなかったと思うんですけれども、いつそ

の報告書ができ上がるという、当然ながら

令和７年度内やと思うんですけれども、２

月なのか１月なのかとか、その辺りはまだ

はっきりとしたことは分からないんでしょ

うか。その辺りいかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  この契約は、令和８年の３月の上旬を期

限としておりますので、それまでには、報

告書としてまとめまして、また議会のほう

に報告させていただきたいと思っておりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  私としては、もうしっかりと道の駅のよ

うな、こういう観光拠点といいますか、そ

んなんをしっかりと私は進めていきたいと

私も思ってるし、いい結果が出てくれば、

いい報告が出てくることを待ち望んでいる

ものでございますので、どうかよろしくお

願いしたいと思います。 

  そうしましたら、次の項目に移ります。 

  次に、通告書の３番目、農業関連につい

ての質問に移りたいと思います。 

  今現在、農地パトロールを実施するとい

う、そのようにホームページ上に載ってお

りましたけれども、この農地パトロールの

状況について、現状で結構ですのでお伺い

したいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず、農地パトロールは、農地法第30条

第１項に規定する農地利用状況調査のこと

でして、豊能町農業委員会が毎年１回実施

することとなっております。 

  先ほど議員のほうからもありましたとお

り、今年度の豊能町の農業委員会が行う農

地パトロールですが、この８月18日の月曜

日から９月４日の木曜日の間で全農地を対

象に、現在実施しているところです。本日、

８月28日ですので、現在でいいますと、旧

村９地区のうち、５地区が終了しておると
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いうところです。 

  なお、この農地パトロールの結果につき

ましては、年内をめどに取りまとめていく

予定となっております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  農地のパトロールですね、９月４日まで

行われるとのことですけれども、このパト

ロールで遊休農地とか、農地の違反転用と

か、ないほうがいいんですけれども、そう

いったものが見つかった場合は、どのよう

な対処をされることになるんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず、この農地パトロールで遊休農地と

判断した場合は、農地法第32条第１項の規

定に従いまして、所有者に対してこの農地

の農業上の利用意向についての調査を行う、

いわゆる利用意向調査といったものを行う

ことになります。 

  この利用意向調査ですが、農地所有者等

に対しまして、自ら耕作していくのか、若

しくは、農地中間管理事業を利用していく

のか、若しくは、誰かに貸し付けるのかな

ど、こういったものの意向を調査する内容

となっております。 

  あともう一つ、議員からの御質問の違反

転用等が発覚した場合の取扱いですが、ま

ずは、事情調査を行いまして、その農地が

違反是正指導案件なのか、許可案件なのか

を整理しまして、農地所有者等に対して指

導等を行っていくことになろうかと思いま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  今、御答弁の中で、遊休農地については、

このような対処をしますと。違反転用の場

合は、このような対処をしますというふう

な御答弁でございましたが、特に遊休農地

の場合、その農地をどのようにしていくの

か。中間機構を通じて誰かに貸していくの

かみたいな、そういうふうなことも調査を

していくというようなことがございました

けれども、この農地そのものの貸し借りと

いうのが、本年４月以降は、農地の貸し借

りは、農地の中間管理機構を経由するとい

うことが必要となっているというふうに私

認識しておるんですけれども、それ以前は、

別に農地中間管理機構を経由せずに、普通

に貸し借りができるみたいな、そういうふ

うな状況だったのかなと思いますけれども、

今回のこの４月以降が農地中間管理機構を

経由することが必要というふうなことにな

っているんですけれども、その辺り貸し借

りのやり方がちょっと変わってるというか、

なってますけれども、その辺り影響とかは

ないんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず、農地中間管理事業は、平成25年12

月に農地中間管理事業の推進に関する法律

というものが制定されたことに伴いまして、

開始されたということで、その後、令和５

年４月に農業経営基盤強化促進法等の一部

を改正する法律が施行されまして、今年の

４月から農地の貸し借りは、議員御質問の

とおり、原則として農地中間管理機構を経

由して行うこととなっております。 

  この農地中間管理機構という公的機関な
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んですが、農地を貸したい人から、農地を

借り受け、それを耕作を希望する人にまと

まりある形での使用をまとめて貸していく

というそういった事業にはなっておるんで

すがこの事業のメリットとしては、貸手に

とっては、契約期間が満了すれば農地は確

実に返還されるというメリットがあります。 

  あと借手側の方にとりましても、長期的

に経営計画は可能になるということで、農

地を貸したい人・借りたい人双方にメリッ

トがあるというところです。 

  議員御質問のほうなんですが、豊能町で

は、早くからこの農地中間管理事業を進め

ていたというところもありまして、現在で

は、農地の貸し借りのほとんどが農地の中

間管理事業を活用したものとなっておりま

すので、本町におきましては、改正法が施

行された本年の４月以降、特に影響はない

という状況でございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  いわゆる制度が変わったけれども、本町

としては、豊能町としては影響はないとい

う御答弁でございましたので、安心をいた

しました。 

  そうしましたら、時間的に次が最後にな

るかも分かりませんが、次の項目に移らせ

ていただきます。 

  稲作で再生二期作、そういったものを行

っている地域があるようでございまして、

再生二期作といいますのは、春に田植をし

まして、それから夏から秋にかけて一旦稲

刈りをする。その稲を刈った後、その切り

株から再び稲が伸びてくるといいますか、

ひこばえというらしいんですけど、ひこば

えが伸びてくると。このひこばえがさらに

成長すると、また穂ができるというか、そ

ういった意味で、この稲穂を刈り取ること

で、同じ株、１回春先に田植をしたら２回

稲刈りができるという、そういうふうなメ

リットがあると言われておりまして、そう

いうメリットがある、こういうやり方では

あるですけれども、こういったものは豊能

町でもどうなのかな、実施できないものか

なと思ってちょっと質問させていただきま

した。よろしくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  再生二期作についてのメリットは、先ほ

ど議員のほうからおっしゃっていただきま

したので、そのとおりだと思っております。 

  あと、従来の二期作と異なるところを比

較しますと、１回目のこの収穫後に、再度

育苗とか移植の作業がなくて作業量を減ら

して、労働力や資材コストを抑えることが

できるといったところもございます。 

  そういった中で、国立研究開発法人農

業・食品産業技術総合研究機構という、い

わゆる農研機構というところが、この再生

二期作について2021年・2022年にこの同機

構の所在のある福岡県の試験ほ場というと

ころの研究で、まずはそれを行っておりま

して、そこで大幅な低コスト生産が求めら

れる。輸出米とか業務用米、そういったも

のでの活用が期待される一方、そこの研究

所では、デメリット的な内容なんですが、

生育期間を通じて十分なこの養水、水の確

保が必要であるとか、あと単年度に、稲作

の量を増加にするのはいいんですが、次年

度以降は、その農地の力というか、地力と

いうんですが、そういったものが低下する

おそれがあるというところで、今後は、こ

れらの点に留意しながら現地実証実験を行
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ってきたいということで発表されておるよ

うです。 

  また、日本農業新聞、2025年１月の記事

でも同様の内容の記載が紹介されておりま

した。 

  本町におきましては、現在、ＪＡ大阪北

部管内で推奨しております、きぬひかりが

再生二期作に適しているのかといったとこ

ろは、現在のところ不明なところなんです

けれども、しばらくは、国や農業機構等の

実証実験を注視していきたいと考えている

ところです。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  そうしましたら、時間が来ましたので、

これで終わらせていただきます。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、中川敦司議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は、午後２時といたします。 

（午後１時50分 休憩） 

（午後２時00分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、小寺正人議員を指名いたします。 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  小寺正人でございます。 

  ７月20日に参議院議員選挙が行われまし

た。今回は、日本の国民に関心も高く、投

票率も高かったようであります。選挙の結

果、政権与党が過半数割れを起こし、大き

な既成政党が不振な結果を招いた。それに

対して、比較的小さな新しい政党が勝利す

る結果を得ました。新しい比較的小さい党

が、ＳＮＳ、これを駆使して国民に訴える

言動が国民の心に突き刺さったのではない

かと私は感じております。小さな党であり

ますけれども、見たことがない人もたくさ

んおられたようで、それで私も聞いてまし

たら、当たり前のことを当たり前のように

言ってたように感じました。それが共感を

得たのではないかと、こういうふうに私は

感じました。 

  テレビ東京の番組で、テレ東ＢＩＺとい

うのがあります。感情を入れずに、投票結

果のデータだけをもって、47都道府県の投

票行動から見えてくる日本の政治地図とい

う表に、地図に表してみた番組でありまし

た。今回の参議院選挙の結果がずばり当た

っているということが分かるいい番組だっ

たと思います。 

  私自身、統一感のない無秩序な状態にな

ったと、日本の政治が混乱していると、こ

のように思います。 

  最近、３日前だったかな、ＦＮＮ産経合

同支持率調査でも、政党支持率は、自民が

22.2％でトップ、続いて２番目に参政党が

9.9％、３番目に国民民主が9.3％、そして

立憲民主党が5.2％、公明党が4.2％、日本

維新の会が4.0％、れいわ新選組が3.9％、

共産党が2.8％、日本保守党が2.4％、チー

ムみらいが1.0％、社民党が0.3％でありま

した。もうここから見えるのは、多党化と

いう現象が起こっているのではないかと。

この現象を一過性と見るか、それとも新し

い多党化の時代の幕開けを見るか、どちら

か上浦町長は、政治家としてどのように感

じているか、御感想があればお聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。簡潔に。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 
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  新たな政治の時代を迎えたかどうかとい

うことでございますが、明確に判断すると

いうのは、難しいと思ってございまして、

今回の参議院議員選挙におきましては、新

しい政党が躍進したというのは確かでござ

います。 

  要因の一つは、日本においての国民の多

様性、それから多様な価値観、これをどう

くみ取るか、どう反映するか、既成政党が

くみ取ることができること、それからでき

ないことがあると思いますが、既成政党が

十分扱い切れていない社会問題の受皿に新

しい政党がなったのではないかなと。その

結果、このようなですね、小さなというか、

新しい政党が躍進をしたというのが一つの

要因ではないかと思ってございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  それでは、次に移ります。 

  前回、事前の通告がなかった質問だとい

うことで、もう一度やり直しなさいという

意見がありましたので、再度やりたいと思

います。 

  南河内地域の千早赤阪村、河南町、太子

町、羽曳野市、大阪狭山市の５市町村プラ

ス大阪府が合併を前提に入れた協議会を立

ち上げました。そして第１回の協議会が５

月28日に開催されたと、こういうふうに報

道がありました。 

  財政力の弱い自治体が本気で合併を考え

る時代がやってきたのではないかと私は感

じました。 

  町長、村長による首長会議が毎月大阪で

開催されておられると聞いております。10

町村の長、首長会議でも協議会の内容など

の情報は、共有されているのでしょうか、

お答え願いたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  そういった状況は、どちらかといいます

とマスコミから聞こえてくるんですけれど

も、大阪府の市町村部局からも一定情報は

頂戴してございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  一定の情報が流れてくるということでご

ざいますが、具体的に合併に際して、どの

ようなことが共有されてるんですか、流れ

てくるんですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  具体にいろんなところのデータ等も含め

て流れてくるというような状況ではないん

ですけれども、南河内地域の５市町村の状

況ですね、それについては、北摂とは随分

と違う状況がございますけれども、そのよ

うな財政力の問題だとか、そういったこと

がやっぱり引き金となって、合併も視野に

入れた広域行政について取り組んでいくと

いうようなことを情報としていただいてい

るということでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  20年ほど前になりますか、豊能町と池田

市の間で合併の協議会がありました。当時

は、ちょっと不調に帰したように聞いてお

ります。私はまだ議員ではございませんで

したので詳しくは知りませんが、取りあえ



 2－48 

ず財政力が脆弱な豊能町にとって、近い将

来に合併は避けられないのではないだろう

かと考えています。そのように感じておら

れる住民も多いようであります。町政を預

かる町長として、また一政治家として、重

大な問題であると思います。あまりオープ

ンにできないかもしれませんが、いろんな

ことが起こる可能性がありますので、一応

準備していかないといけないのではないか

と、こういうふうに思いますが、いかがで

しょう。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  今、議員おっしゃいましたように、豊能

町でも実現はしませんでしたけれども、平

成15年・16年、この辺りに池田市との合併

協議会を立ち上げさせていただいて、合併

に向け真摯に協議を進めてきたという事実

がございます。 

  そういった意味では、いつの時代におい

ても、さらなる行政の効率化、それから行

政サービスの平準化、これを図るためには、

基礎自治体の垣根を越えた合併という言葉

も視野に入れながら、広域化を進めていく

ことが非常に大切だなと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  次に移りたいと思います。 

  学校跡地利活用、これに関して私は10年

ぐらい前かな、もう少し前かな、大阪府は

既に私立の高等学校の無償化に踏み切って

おりました。これを利用すれば、豊能町に

大阪府以外の市町村のここらでいうと川西

や猪名川、宝塚、その辺りから豊能町に引

っ越してもらえば、授業料を無償で高等学

校の無償化の恩恵にあずかることができる

ということで、私立の高等学校を何とか豊

能町につくれないかということで、仙台市

の学校とか、鹿児島県とか、富山市とか、

大阪市の私立学校を視察して回ったことが

あります。その中でも仙台市の聖ウルスラ

学院、その学院の理事長をされている方が

箕面市におられて、その方にお話をいろい

ろ聞かせいただきました。何度も仙台市に

は３回ぐらい行きました。でも、やっぱり

学校経営というのは難しいと、なかなか難

しいことであると。泥をかぶるような人材

を１人絶対に連れてこんことには、こんな

ことはできませんということを話を聞いた

わけです。それでなかなかこれは難しいの

かなとずっと感じてました。その間に、高

等学校、教育の無償化というのがどんどん

進んで、日本全国私立学校が無償化になる

ということになったので、ただの高等学校、

ここにつくったってよその自治体からこっ

ち側に住んでもらえるということは、もう

考えられない状態になってしまった。 

  そういうところで、２年前に100億円もの

寄附金を集めて工業高等専門学校、小さな

工業高等専門学校であるけれども、それを

つくった町がある、町というか学校があり

ます。徳島県の「神山まるごと高専」とい

う、通称そういう名前で通ってますけれど

も、このニュースを知って、一応１年半ぐ

らい前に行ったんですけど、たまたまイン

フルエンザで休校で中には入れなかったん

です。情報だけ、これはインターネットで

いつでも誰でも見れるようになってますの

で、何とか駄目もとでちょっと飛び込んで

いろいろこういうやり方、寄附金を集めて、

みんなが考えもしなかった工業高等専門学

校、準学士になるのかな、５年生の学校で

すね、これがなかなかいい人材がたくさん

おるんですよね。いい人材を輩出している



 2－49 

ので、このような特色ある学校を豊能町に

呼び込めないかと、民間のです。そういう

はかない夢かも分かりませんが、そういう

ことをやってみてはどうかと、取り組んで

みてはどうかと思いますが、どうですか。

面白いアイデアと思いますけれども。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  御質問が学校跡地の活用に関して先ほど

議員がおっしゃっていた神山まるごと高専

ですか、そのような学校を誘致すればどう

かというような御質問と受け止めました。 

  この神山まるごと高専の学校なんですが、

先ほども議員がおっしゃったように、５年

制の私立高等専門学校でございます。校舎

と学生寮がございまして、2023年の３月に

竣工と。４月に開講されておるということ

で、ホームページ等で拝見しております。

まだ５年制の学校なので、今３学年ほどい

らっしゃるのかなと。１クラス40名で、５

年間で200名の学校を目指されているという

ことで拝見してございます。 

  この学校の立ち上げの際、もともとこの

町は、企業がたくさん進出されておるとい

うことで、この設立にも、まち・ひと・し

ごとの創生推進事業の寄附を活用して、そ

の資金に充てられているというのをホーム

ページで拝見しておりまして、ホームペー

ジでは４者ほどが、このまち・ひと・しご

と創生推進事業で寄附をされたということ

で見ております。 

  本町も学校跡地、特に西地区は３校、小

学校が空いてまいりますので、現在、豊能

町の学校施設等跡地活用検討委員会を立ち

上げてございます。その中にも、様々な御

意見がございまして、その学校も、これは

フリースクールとかいろいろ意見はござい

ますが、学校という御意見も出ておりまし

た。なので、このような学校がもし来てい

ただけるのであれば、非常に町も活性化す

るのではないか。全寮制という学校ですの

で、できれば通学していただいて、電車・

バスも乗っていただきながら来ていただけ

ますと、公共交通にも恩恵が出てくるのか

なと思っておったんですが。 

  今後、この学校跡地検討委員会、まだ基

本方針をこれからまとめてまいりますので、

その中でまとまりましたら、またその辺の

意向調査みたいなものも基本方針に沿って

する必要もあるのかなと思ってございます

ので、その中でこのような学校の感触もも

し聞けたら探っていけたらなと思ってござ

いますので、今すぐにこのような学校を誘

致するというのは、なかなか難しいかもし

れませんが、可能性としては、探っていけ

るのではないかと思っておりますので、今

後策定する基本方針に沿って取り組んでい

きたいと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  工業高等専門学校、40人クラスで５年制

やから200人ですよね。小ぢんまりした本当

に小さな学校ですけど、この学校が何を目

指しているかというのも多分インターネッ

トなんかで見られたと思うんですけれども、

３分の１は５年後は就職されると。３分の

１は大学へ進まれる。大学は、普通の試験

は要らないんです。編入学で３年生からぼ

んと入れるので、比較的入りやすいんです

ね。だから有名なところにぼんと入れるの

で、なかなか面白い人たちがたくさん入っ

てこられると僕は思います。３分の１は、

この学校を創設する目玉として起業人をつ

くる。会社を興す、自ら興す人を３分の１
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ずつ、就職、３分の１は大学へ編入、３分

の１は起業すると、こういうことを期待し

て何か進めているらしいです。その考え自

体も面白いし、私、昔、会社に行ってたと

きに、車は僕の車を使って旅行してたんで

すよ。夏休みのときに旅行してたらね、そ

の子が福井県、福井市ですね、そこへ自分

の家があるから寄っていけへんかというこ

とで、行ったら、友達の家のところへ行こ

うやといって行ったら、その人は工業高校

出身だったけど、家が発明家みたいなもの

です。あらゆるところに自分のアイデアを

入れてるんです。そういうことがものすご

い期待できるような気がするんです、僕は

ね。だからこれは、何とか進めていい話に

なったらいいのになと思っている次第です。 

  次に行きます。 

  今年の全国学力テストの結果が公表され

ました。報道では、大阪の成績が悪かった

と報道されています。本町の成績はどうだ

ったんですか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  令和７年度全国学力・学習状況調査は、

令和７年４月に実施され、本町は、小学校

６年生、これは４校73名と、中学校３年生、

２校96名が参加しました。 

  調査結果の概要なんですけれども、小学

校につきましては、国語・算数・理科とも

に全国平均及び大阪府の平均より若干下回

っております。中学校におきましては、国

語・数学は、おおむね全国平均と同じ、ほ

ぼ同じ結果、大阪府の平均は若干上回って

おりますが、全国平均とほぼ同じ、理科に

つきましては、全国平均を若干下回ってい

る。大阪府よりは若干上ですけれども、全

国平均は若干下回っているという状況でご

ざいます。 

  今後、要因については、詳細に分析し、

改善に向けて検討をしてまいります。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  本町では、２期目の池田町長の時代から、

「教育力日本一を目指す」と、こういうふ

うにやってきたと思うんです。この日本一

というのは、一体どういうふうに解釈した

らよろしいんですかね。目指してきた、も

う何年も目指してきたでしょう。池田町長、

２期目からいったらもう十何年かな、12年

ぐらい、もうちょっと、多分10年ぐらいや

って、代々ずっと引き継いできたと思いま

すよ、この日本一の。このキャンペーンは

一体何だったのと。どうですかね、目標と

いうか、キャンペーンと何か乖離している

と思いませんか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  豊能町は、教育力日本一を目指し、これ

からの時代を生きる豊能町の子どもたちに

生き抜くために必要な資質や能力を培い、

豊能町を愛し、誇りを持ってもらう教育を

進めています。 

  町独自の学習「とよの未来科」に就学前

から取り組み、地域とつながり、地域の課

題解決を実現する学びを進めているところ

です。 

  今回の学力・学習調査の結果につきまし

ては、特に小学校６年生は、全国平均を下

回るなど、結果はよくありませんでした。 

  本町の課題としては、主体的に学びに向

かう力、学びを自己調整していく力、情報

を正確に読み取り説明する力が挙げられて

ます。この課題について、教職員で共通理
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解を図り、研修を実施するなど、授業改善

に取り組んでいるところです。 

  今回のテストにつきましても、要因を十

分に検証し、学力アップに取り組んでいき

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  教育力日本一と学力日本一、ちょっとニ

ュアンスが違うと思うんです。何かごちゃ

ごちゃになってないのかなと。教育力日本

一というのは、教える人、教える側の先生

を日本一にしようと、指導力をね、そうい

う意味じゃないんですかね。それどうです

かね。学力と間違ってませんかね、学力と

教育力と。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  教育力というのが何を意味するかという

ところでございますが、豊能町の教育委員

会としては、先ほどの答弁と重なるところ

ですが、やはり子どもたちに、特にこれか

らの時代を生きるために、その生き抜くた

めに必要な資質や能力を培うことで、この

豊能町を愛し、誇りを持ってもらうこと、

これに通じて学力が全てではないとはいえ、

こういった力をつけること、これが教育力

日本一というふうな形で考えているところ

でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  やっぱり何かごっちゃにしてるような気

がします。池田町長の教育力日本一は、す

ごいなと思ったんですよ。私の中学校、高

校時代の友達が松原市の教育長をやってた

から訪ねて行ったんですよ。２回行ったん

かな、１回は石塚教育長も連れていきまし

た。そのときに、何を私の友達が言ったか

といったら、「教育というのは、生徒の問

題より教える側の問題だ。これをやらんと

あかんねん」と言って、行った前日は、

「天ヶ瀬のダムのところに先生を連れて研

修に行ってきてん」と言ってました。だか

らやっぱり教える側を何とかせなあかん。

私、天王寺の次に下寺町だったかな、そこ

に興国高校ってあるじゃないですか。寺田

町か。あそこに行ったんですよ。そうした

ら３代目の理事長さんね、女性の校長であ

り、理事長の人が話をしてたんですね。そ

うしたら、廊下で先生がごっつい生徒を怒

ってるんですよ。その場に居合わせたので、

その先生は、草島葉子さんというんですけ

ど、「今聞きましたか」と。「今叱ってる

先生は、100メートル10秒４で走ります。本

物ですねん。せやから生徒は真剣に聞きま

す」と。だからやっぱり教育というのは、

教える側、これをやっぱり本物を連れてこ

んとあきませんというのも僕ら視察を通じ

て、そう感じてたから、池田町長の教育力

日本一というのは、すごい発想やなと思っ

たんですよ。（発言する者あり）僕は教育

力日本一やと言ってるからすごいねと、評

価してるんですよ。だから何も反対もない

し、すごい発想で、僕らがずっと視察して

きたのと一致するからね、これはすごい。

だから教育力日本一を達成するんやったら

学校じゃなく、学校の建物じゃなしに、そ

こにいてはる先生を日本一にせなあかん、

そういうふうな気持ちでおったからね、何

も新しいのを建てる必要ないのになと、今

初めて言いますけど、そうずっと思ってま

した。だから、ちょっと何かごっちゃにな

ってへんかなと思いますわ。 

  また、本町は、箕面市と同様のテスト、

あれステップアップ調査というのかな、こ
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れを小学校１年生から９年生までテストを

やってるはずなんです。これは、９年間通

じてデータを個別に判断できると。だから

どの先生に当たろうと、過去のデータを、

この子はどういうところが強くて、どうい

うところが弱いかということを見れるテス

トやということになっているから、これは

すごいなと思って、やっているんですよね、

それを生かしてるんですか、生かしてない

んですか、どうですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  町独自の学力・体力・生活調査でありま

すとよのチャレンジ、これについては、令

和３年度から実施してます。子どもたち一

人一人が自分の学習状況を正しく知ること

により、自分の学力に目標を持ち、その向

上への意欲を高める。子どもたちの学力・

体力・生活状況等を把握・分析し、教育施

策の成果と課題を検証し、今後の教育に役

立てることを目標として実施しております。 

  先ほどの全国学力・学習調査の結果でご

ざいますが、令和３年度の小学校の結果に

つきましては、そのときには、国語と算数

を実施しておるんですけれども、そちらに

ついては、国語も算数も全国の平均を若干

下回っているという状況でございます。 

  今度、その令和３年度の子どもたちが中

学３年生になる令和６年度につきましては、

今度は中学３年生のその結果としては、ほ

ぼ全国平均になっているという結果でござ

います。 

  一方で、今度、令和４年度の小学校６年

生の結果につきましては、ほぼ全国平均で

ありました。令和４年度の小学校６年生が

中学生になる今度、令和７年度、中学３年

生、この結果につきましては、先ほどと同

様に、ほぼ全国平均、これは逆に、令和４

年度の子どもたちは、ほぼ全国平均が全国

平均。ただ、理科については、今年度若干

平均を下回っているという状況になってお

ります。 

  児童生徒の学力向上につきましては、

様々な要因があり、とよのチャレンジの取

組というものが全てを左右するわけではご

ざいませんが、今後も引き続き、分析等々

により、学力向上に取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  これも10年前の話、もうちょっと前かな、

もう一、二年前かも分からない。秋田がト

ップをずっと走ってた時代。今は、石川県

がトップを走ってるらしいですね。そのと

きにね、秋田の教育、県の教育委員会に行

ったんです。指導主事が２人出てきまして、

いろいろ話をしました。その秋田の教育委

員会の主事さんは、いっぱい全国から来は

ると。学校の先生から教育者からいっぱい

来はる。何しに来はるかといったら、何か

特別なことをやってるやろと。それは何や

と、教えてほしいと来はると。そういうこ

とを毎回聞かれると。でもそんなものあり

ませんと答えていますと言いはるねん。そ

んなことないでしょうと。それで全国１位

がずっと続くかと。どうしてもそういう言

いはる。現場見たら何も変わらんと。何も

面白くない、どこに行っても同じことをや

っている、教えていると、秋田ですよ。だ

から、何も特別なことしてないって言いは

るんですよ。どうしても聞きたいというな

ら、あえて言いますわと。当たり前のこと

を当たり前にするということだけ。これが

コツですわと、こう言いはった。これどう

思いますか。どう感じますか。 



 2－53 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育長。 

○教育長（板倉 忠君） 

  私も以前、秋田のことをお勉強させても

らったりとかしました。その中で、私が感

じた、思ったことなんですけど、今、議員

のおっしゃられた当たり前のことを当たり

前にする。いわゆる生活習慣をしっかりす

るというところで、子どもたちが前向きに

学習するというんですかね、やっぱり意欲

みたいなのがとても大事で、学習に前向き

に取り組んでいる。当たり前のことを当た

り前に頑張っているというふうには、議員

と同じお考えであります。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  ついでにね、当たり前のことを当たり前

にする。じゃあ、トップを走っている秋田

から見れば、秋田以外のところは、当たり

前のことを当たり前にしてないと、こうい

うふうに受け取れるけど、そういうことで

すよねと。当たり前のことをしたら、これ

ぐらいのことは行くんですと。でも、そう

なってないということは、当たり前のこと

をしてないからそうなってるんじゃないん

ですかと、こういう言い分でした。そうや

ねと、そう言うたらそうなのかもしれない

なと思って、そんなマジックみたいなのは

ないと言いはるねん。そうやと僕も思いま

すわ、間違いなしにね。もう一回、だから、

せっかくチャレンジテストやったかな、ス

テップアップ調査やったかな、これをうま

いこと使ってね、先生の教育力を上げるこ

とが先決やと僕は思いますけどね。これぐ

らいにしておきましょうか。 

  そして、コミュニティスクールを標榜し

て、僕がコミュニティスクールをやったら

どうかということを当時から言ってたんだ

けどね、学校評議会がありますとか言って、

何か乗り気じゃなかったんです、教育委員

会が、ここのですよ、豊能町の。実は、コ

ミュニティスクールというのは協議会じゃ

なしに学校運営協議会と、全然違うもんだ

ったんよね。それが協議会があるから要ら

ないんだというような発言をされてたから

ね、いや、このお二人がやってるとは言い

ませんよ。何か間違ってるんじゃないのか

なと思ってましてん。だから、学校運営協

議会というのが何かというと、校長が作成

する学校方針の承認、学校運営に参画する

合議制の機関であり、役割と権限に全然違

いがあると。これは間違いないですよね。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  学校運営協議会とは、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律に規定されており

まして、まず、学校運営に係る基本方針を

承認する。学校運営について意見を述べる

ことができる。教職員の任用に関して教育

委員会に意見を述べることができることが

主な役割とされています。 

  この役割を通して、学校と地域住民が協

力して学校運営に取り組むことで、地域と

ともにある学校を実現するための仕組みで

あるというふうに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  だからあれですよね、地域が子どもを育

てると。そういうことですよね、この学校

運営協議会というのはね。北海道も行った

んだけどよく分からない。授業を見てもよ

く分からなかったけどね。みんな模索して
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るんかなと思いました、そのときは。でも、

地域が育てるというのは、重要なことだと

僕は思いますわ、今からでも思ってます。

とにかく教育力日本一をもう一回目指して

やってください。 

  それで、最後ですけれども、国は、2025

年、これをめどに地域包括ケアシステムの

構築を進めていきますと。2025年というの

が、まさに今年ですよ、今ですよ。団塊の

世代が後期高齢者になるところということ

やね。重度の要介護状態になっても住み慣

れた地域で、自分らしい暮らしを最期まで

続けることができるように、介護・医療・

予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ

れる体制を構築すると、こういうものを指

していると。これを市町村にやりなさいと

言ってるんですよね、介護は市町村のお仕

事になってるから。ですよね。 

  私、東ときわ台の小川先生のところに薬

をもらいに行ってたら、先生がね、豊能町

の地域包括ケアシステムはどないなってる

のと、こう言われたんですよ。何かコンサ

ル入れて、来年に何か答申が出るみたいな

感じですよと言ったら、即座に、それは違

うと。何でかといったら、池田の医師会に

話が来てへんでと。医療の部分というのが

医師会が担当するはずやと。なぜそれが来

ないんやと。だから、それはやってないと、

そういうことになるでということを言われ

て、それがずっと頭に残っているんですよ

ね。ここでお聞きしたいのは、豊能町は、

地域包括ケアシステムの構築はできてるん

ですかということをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをさせていただきます。 

  令和６年３月に策定をしております第９

期介護保険事業計画、これを策定させてい

ただいております。先ほどちょっと議員が

聞かれた部分もございましたが、この中の

策定計画の中に、池田の医師会からの代表

の委員さんも入っていただいてまして、全

般的な議論をしながら、今話題になりまし

た地域包括ケアシステムも含められた全体

的な計画を策定するということにしていま

す。 

  この中で、地域で支え合いながら自分ら

しく暮らせるまちということを基本理念と

いたしまして、先ほどから出ております、

この地域包括ケアシステムの深化や推進に

向けた取組を定めさせていただいておりま

す。 

  具体的には、介護保険や高齢者福祉など

のサービスだけではなくて、ボランティア

や住民組織、御近所付き合いの中での相互

の協力、そして自分自身でできることも組

み合わせて、自分らしい暮らしを続けてい

ける体制づくりを進めていこうというもの

でございます。 

  本町におきましては、地域住民と私ども

地域包括支援センター、また事業者との顔

の見える関係が距離感が近いということも

既にございまして、自然に声がかけられる

連携体制がある程度可能ということになっ

てございますけれども、今後は、支援を必

要とされる対象者が増加し、サービスニー

ズが増え、問題の複雑化や医療提供体制の

逼迫も想定されることから、この連携体制

をさらに体系的に整えていく必要があると

考えてございます。 

  令和８年度からにつきましては、地域包

括支援センターのさらなる機能強化を図り、

引き続き、地域課題を把握し、検討する体

制を構築させる予定としてございます。 

  また、地域包括ケアシステムの構築は、
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2025年を目途とされておりますが、状況は

その後も大きく変化してまいりますので、

継続して対応させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  介護の支援センター、センターと言うぐ

らいやからここが中心になるということで

すよね、このシステムの中核の真ん中にお

るのは、そういうことですかね。そう解釈

したらいいんですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えさせていただきます。 

  現在、おっしゃるとおり、地域包括支援

センターを中心に取り組んでいくというこ

とになりますが、当然それだけではなく、

私どもの中では、それをつかさどる高齢福

祉の部門であるとか、いろんな場面の担当

のところがその対象になると思ってござい

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  以上で、私の質問を終わりとします。 

  ありがとうございました。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で小寺正人議員の一般質問を終わり

ます。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  次回は８月29日午前９時半より会議を開

きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後２時48分 
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本 日 の 会 議 に 付 さ れ た 事 件 は 次 の と お り で あ る 。  

一 般 質 問  
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  以 上 、 会 議 の 次 第 を 記 し 、 こ れ を 証 す る た め こ こ に 署 名 す る 。  

 

 

 

    令 和   年   月   日 署 名  

 

 

 

      豊 能 町 議 会  議  長  

 

      署 名 議 員  ７ 番  

 

       同     ９ 番  

 


